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平成２７年度第４回 

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議 

議事録 

日時：平成２７年９月１日（火）１３：００～１６：００ 

場所：杉妻会館 ４階 「牡丹」              

  

 

○司  会 

 ただ今から平成２７年度第４回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全

確保県民会議を開催いたします。 

 はじめに、福島県危機管理部政策監、玉根から御挨拶を申し上げます。 

 

○玉根政策監 

 政策監の玉根でございます。皆様には日頃から大変お世話になっており

ます。本日は県民会議のために、大変お忙しいところ、また、足元の悪い

ところ、御出席いただきまして誠にありがとうございました。会議に先立

ちまして、先月８日、福島第一原子力発電所構内において事故により作業

員の方が亡くなられました。亡くなられた作業員の方の御冥福を心からお

祈り申し上げます。 

 今年１月に死亡事故が発生し、安全対策を重ねて求めてきた中で、この

ような死亡事故が再び発生したことは極めて遺憾であります。長期にわた

る廃炉作業には作業員の方々の安全・安心の確保が何よりも重要でありま

す。東京電力にはこのような事故を起こさないよう再発防止対策を徹底し

ていただきたいと思います。 

 さて、前回の会議以降、１号機の原子炉建屋カバーの解体が開始され、

また、２号機、３号機の海水配管トレンチの汚染水除去の完了、さらには

３号機の大型ガレキの撤去など、廃炉に向けた取組が進捗しております。

その一方で、５月にはノッチタンクから３号機タービン建屋への移送ホー

スからの汚染水の漏えいや、降雨によりＫ排水路から汚染された水の海へ

の流出など、県民に不安や不信感を抱かせる事案が発生しております。現

場でのリスク管理を徹底するとともに、必要な対策を確実に講じていただ

きたいと思います。 

 本日は、東京電力や国から廃炉に向けた全体の進捗状況や、前回の会議
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において多くの方々から御意見をいただきました連絡体制等について説明

を受けたいと思いますので、ぜひ皆様から忌憚のない意見をいただきます

ようお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司  会 

 次に、本日出席いただいている方々の御紹介をさせていただきます。お

手元の出席者名簿を御覧ください。会議の構成員としまして、関係市町村

の住民の皆様１１名、各種団体の方々１１名、学識経験者１名、渡邊議長

に出席いただいております。 

 なお、構成員に変更がありまして、新たに２名の方が構成員となりまし

たのでお知らせいたします。福島県酪農業協同組合代表理事組合長の宗像

様と、本日は欠席されておりますが、福島県森林組合連合会代表理事会長

の秋元様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 その他、オブザーバーとして福島県の角山原子力対策監、高坂原子力総

括専門員、河井原子力専門員が出席しております。 

 説明者として、資源エネルギー庁、原子力規制庁、東京電力の皆様に出

席いただいております。時間の関係でお名前の紹介は省略させていただき

たいと思います。御了承ください。 

 それでは議事に移りたいと思いますが、傍聴される皆様につきましては

お配りしました留意点をお守りいただきますよう御協力をお願いいたしま

す。 

 では、これ以降の進行につきましては議長の渡邊先生にお願いしたいと

存じます。渡邊先生、よろしくお願いいたします。 

 

○渡邊議長 

 皆さん、こんにちは。先ほど玉根政策監から、この間の動きが紹介され

ました。私も同じような感想を持っております。やはり、安全確保をする

ということで、廃炉事業も２週間程止めて、徹底的に討論していただいた

という矢先に、また、こういう同じような死亡事故が、しかも、大変申し

訳ないですけれども、非常に安全管理上ではイージーな事故だというふう

に私は思っておりますけれども、その意味で尊い命が奪われるというのは

非常に残念であります。 

 構成員の皆さんには、第２回、第３回と視察に行っていただきましたけ

れども、視察の中で、大変過酷なところで皆さんが働いているということ

は、我々、十分承知はしておりますけれども、それでも、そうした事故の

中で尊い人命が失われるというのは非常に残念であります。 
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 本日も、こういうことが少しでも防げるように、皆さんから意見を出し

ていただいて、事業者、国に、安全確保のための施策をしていただきたい

と思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これから座って議事進行をさせていただきたいと思います。

前回、主に第１回のまとめでありますけれども、東京電力に対して、ガレ

キ撤去に関してだけではなく全体の廃炉作業について総合的な監視体制に

ついて検討していただきたいということ、それから、リスク総点検につい

て、改めてその中身を検討し、ロードマップの作業とリンクするような形

で整理をしていただけないか、こういうお願いをしてあります。それから、

廃棄物やガレキの種類がたくさんありますので、種類ごとにどういう処理

方法やリスクがあるのか、そういう対策についてもまとめていただきたい。

それから、汚染水対策について、中身を充実させて想定されるリスク・課

題を具体的にしていただいて、その対策を分かりやすくまとめることとい

うことをお願いしてありますし、情報公開については、できるだけわかり

やすくマップなどを利用した上でホームページに工夫をしてほしいという

ようなことをお願いいたしました。 

 また、資源エネルギー庁には、平成２５年８月の３号機からの放射性物

質の飛散について調査結果をまとめていただきたいと、それから、改訂さ

れた中長期ロードマップについての御説明をお願いしたいこと、それから、

短時間で通報できるような体制を検討することということで、１号機建屋

カバーの解体と３．１１事故レベルの災害時の通報連絡体制について改め

て検討するということになっています。 

 それから、規制庁に対しては、汚染水対策について、規制の立場だけで

はなくて、独立性というのは十分わかるのですが、独立性を重視しながら

も、専門的な立場からどうすればいいのかということを積極的に提言して

リスク低減をしていただきたいということのお願いをそれぞれいたしまし

た。 

 本日ですが、時間の関係もありますし、それから作業の進行状態もあり

ますので、全体は御報告いただけないかと思いますけれども、一応２つ。

１つは、議題にありますように東京電力から、「東京電力福島第一原子力発

電所の廃炉に向けた取組の進捗状況及びトラブルの対応状況について」と

いうことで、この間の動きについて御報告をいただきたい。それから、１

号機建屋カバー解体作業や汚染水処理の進捗状況、８月８日の作業員の死

亡事故等について説明をお願いしたいと思います。 

 それから、２つ目ですが、「１号機カバー解体作業等における通報連絡体

制について」。これは先ほども申し上げましたように、前回、多くの構成員
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から御質問があったことでありますけれども、１号機カバー解体作業時に

万が一放射性物質が飛散をした場合、住民にどういう通報体制がとられる

のか、避難指示が出されるのかということをわかりやすく連絡体制を解説

いただきたいということをお願いしておりました。 

 報告事項としては、６月 12 日に改訂された「中長期ロードマップについ

て」資源エネルギー庁から改訂のポイントの説明を受けたいと思いますし、

２つ目は、「平成２５年８月の放射性物質飛散に関する調査結果について」

ということで、これは福島県農業協同組合中央会の代表の方からも強く出

されていたことでありますけれども、南相馬における米汚染の因果関係、

今後の飛散防止対策について資源エネルギー庁からの説明を受けたいとい

うふうに思っています。 

 本日もかなり課題が多くあるかと思いますけれども、皆さんの意見が安

全確保につながりますので、ぜひ忌憚のない御意見をお願いしたいと思い

ます。 

 それでは、議題に入る前に事前に事務局から送ってあります５月１９日

の第１回の会議の追加意見の回答及び第一原子力発電所視察の追加意見等

の回答をご覧ください。先ほど事務局からお話がありました資料７をご覧

いただきたいと思うのですが、この中にそれぞれ出された意見についての

回答があります。できればこうした意見、会議の中で議論ができればいい

なとも思いますけれども、皆さんから改めて追加意見がございますか。こ

れについて何か御意見はございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 小さくて申し訳ないのですけれども、例えば、資料７の上から２つ目、

３号機のプールゲートの双方にシール性を持たせた現状で、１枚目のみの

ゲートで止水している状況にある、万が一リークした場合にどうなってく

るかというようなことの質問がありましたけれども、これはこういう回答

で大丈夫でしょうか。現在、Ｋ排水路からの汚染水が１時間あたり１４㎜

ぐらいの雨で海洋にオーバーフローしているというような状況があるわけ

ですが、こういうことも含めて、ガレキ撤去の問題は大きく変わりました

けれども、そういう問題が残されているかと思います。 

 それから資料８を見ていただいて、番号の７番です。これは質問された

方の意見をきちんと踏まえたいと思うのですが、実施される場合にどのよ

うに実施されているかと管理の問題が書いてあるのですが、事業者からは、

「強風時には作業中止判断を行うなど、気象条件によっても安全面を最優

先した上で作業工程管理を行っている」と、こういう御回答です。安全管

理というのは、安全管理をしているかどうかが知りたいのでどういうふう

に実施さているのかという質問をしているわけです。目線の問題は別問題
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として、やはり、この答えだと、例えば風速何メートルでいわば自動的に

作業を中止するとか、作業を中止しようとするのは、やっている事業者な

のか、それとも東京電力の中で管理をされているのかということで、事業

者任せなのか、そうではなくてきちんと管理されているのかと、こういう

ことも含めて作業工程管理というものが全体に見えないと安全管理が見え

てこないと思います。ですから、こういう答えではなくて、やはりきちん

としていただきたいし、フェーシングの問題についても、先ほど言いまし

たように、１４㎜ぐらいで、Ｋ排水路から溢れるという問題も含めてまだ

まだ安全対策が追いついていないという現状があるかと思いますので、ぜ

ひ御返答いただければと思います。 

 質問された方、いかがでしょうか。ございませんでしょうか。こういう

回答できておりますので、またこの会議の中で不十分な点がありましたら

御質問を受けたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

 

【議題１】東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組の進捗状況

及びトラブルの対応状況について 

 

○渡邊議長 

 それでは早速、今回の議題（１）に入りたいと思います。「東京電力福島

第一原子力発電所の廃炉に向けた取組の進捗状況及びトラブルの対応状況」

について、資料が大変多いのですけれども、３０分程度でお願いできれば

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○東京電力（塩原氏） 

 東京電力復興推進室の塩原と申します。よろしくお願いします。基本的

には資料－１をベースに御説明させていただきます。必要に応じて補足資

料を見ていただくような形で進めたいと思います。 

 資料－１のページをめくっていただきたいと思います。資料１－１と右

肩に書いてあるかと思いますが「廃止措置へ向けた進捗状況のまとめ」と

いうことでございます。使用済燃料の取り出し、デブリの取り出し、また、

原子炉解体につきましてこのページに書いてございます。 

 左のほうに①②③と書いてあります。緑色の①でございますけれども、

燃料の取り出しでございます。上のほうから１号機の話が書いてございま

す。１号機につきましては、宿題になっておりましたバルーンの話もござ

いますので、補足資料－１の２ページ目を見ていただきたいと思います。

補足資料－１の２ページ目でございます。 
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 「１号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた取組み」という

ものでございます。これの下のほうを見ていただきたいのですけれども、

左のほうでございます。「主なトラブルと対応状況」と書いてございます。

５月 21 日でございますが、原子炉建屋の３階に設置しておりました機器ハ

ッチ部のバルーンにつきまして、一部ずれが確認されたという事象がござ

いました。これは飛散防止剤を塗布している中で確認されたものでござい

ます。そういう中でこのバルーンを復旧するか否かという議論をさせてい

ただきました。その結果が矢印の下に３つほど書いてございます。 

 まず、バルーンを設置した当時と現在の建屋内の放射性物質の濃度でご

ざいますけれども、現在ですと以前のものに対して１００分の１になって

ございます。右肩のほうに「バルーン要否に関する評価」と書いておりま

してポンチ絵が描いてあるかと思いますけれども、左側がバルーンを設置

する当初の計画、また、右側が現在の時点でございますけれども、ポンチ

絵の下のところに放射性物質の濃度として書いてございます。これを見ま

すと、左に対しまして右側は約１００分の１ぐらいの濃度に下がっている

ことがわかると思います。従いまして、現在このバルーンを再設置しなく

ても、当初計画したバルーンをつけたことと比較しましても十分に低い濃

度であることが保証できることが確認できました。なお、万が一の安心の

ために実施可能な放射性物質の防止抑制対策としまして、大物搬入口のと

ころに防風カーテンというものを設置しまして、その上で作業を進めるこ

とにさせていただきました。現在、建屋カバーの屋根パネルを２枚ほど取

り外した状況になってございます。その上で建屋内に風速計を付けるとい

うこと、また、内部の状況の確認ということを進めてございます。９月に

入りましたけれども、できるだけ速やかに３枚目、４枚目と屋根パネルの

撤去をしていきたいと考えてございます。 

 皆さん御心配になるのはダストの飛散があったのかどうかということで

ございますが、次のページ、３ページ目をめくっていただきますと、左側

の下のところに「警報発生時の対応」と書いてございます。ダストモニタ

を敷地内の各所に置きましてダストの飛散を確認してまいりました。一番

ダストの濃度が高いものにつきましては、図でいいますと赤丸のところで

ございます。１号機の赤丸のところが高いわけでございます。こちらにつ

きましては、警報設定値というものと兆候を把握するための設定値という

２つの設定値を設けてございます。警報設定値につきましては 5.0×10-3Bq/

㎤ということでございます。 

 この根拠はどういうことかといいますと、この濃度以下で管理していれ

ば敷地境界の放射性物質の濃度が告示濃度で定める濃度の２分の１を超え
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ることはないというもので定めた値でございます。なお、工事の管理上は

さらに低いベル、さらに５分の１のレベル、兆候を把握するための設定値

ということで、1.0×10-3Bq/㎤という値で管理してまいりました。その結果、

現在までこの値を超える状況はないことが確認されておりまして、右側の

方、これは敷地境界のデータになりますけれども、敷地境界の基準値を超

えるものは確認されていないという状況になってございます。 

 なお、右側下のほうでございますけれども、実は敷地境界のダストモニ

タにつきまして３回ほど警報値を超える事象がございました。その内容で

ございますけれども、まず、モニタリングポスト２番、敷地の北側にござ

いますが、こちらは８月１日と２日に警報が発生しております。こちらに

つきましては機器の故障であることが確認されてございます。また、もう

１つがモニタリングポスト７番、こちらは南側になりますけれども、８月

７日に発生しまして、こちらは天然核種の影響で穏やかに上昇して穏やか

に下がっていったという事象が確認されてございます。いずれにしまして

も、作業由来のものではないということが確認されているものでございま

す。以上が１号機でございます。 

 資料－１に戻っていただきまして、２号機については順調に進んでいる

という状況でございます。 

 ３号機でございますけれども、こちらにつきましては、この８月２日に

燃料プールに落ちておりました燃料交換機を無事に取り出すことができた

ということでございます。大きなリスクがなくなったということでござい

ます。今後につきましては、残っているガレキをいくつか取り出すという

ことをしっかりやってきたいと考えているものでございます。 

 ４号機につきましては、既に昨年末に燃料を取り出しておりますのでリ

スクがない状況になってございます。 

 燃料デブリにつきましては、大きな進捗はございませんが、２号機につ

きまして格納容器にアクセスするために遮へいブロックを外している状況

でございます。一部、固着して取れない状況がございますので、これをな

るべく早く撤去する努力をしているというのが現状でございます。 

 一番下になりますけれども、「③原子炉施設の解体等」と書いてありまし

て、発生したガレキの適切な管理ということでございます。こちらにつき

ましては、中ほど、今後の予定の一番下のところに書いてございますけれ

ども、2017 年を目標に処理／処分に関します基本的な考え方を取りまとめ

るということで現在検討を進めているところでございます。 

 また、リスクのところで、伐採木などの一時保管施設からの放射性物質

の飛散ということが懸念されます。こちらにつきましては、敷地内の濃度
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の監視、また、保管エリアの定期的なダストの測定をしっかりやることに

よりまして影響のないように確認をしてまいっておるところでございます。 

 また、課題としましては、廃棄物の保管スペース等につきまして、必要

なタイミングで必要な量を確保するということが課題となっているところ

でございます。 

 次のページをおめくりいただきたいのですが、こちらが汚染水の状況で

ございます。汚染水につきましては、今回かなり進捗があったという報告

をさせていただきたいと思います。 

 汚染水につきましては、左肩のほうに方針１から、このページは方針２

まで書いてございますけれども、３つの方針に基づきまして対応してござ

います。 

 方針１としまして放射性物質を「取り除く」ということで、一番上に書

いてありますけれども、多核種除去設備を用いまして汚染水を浄化すると

いう話でございますが、こちらにつきましては、この５月２７日にＲＯ濃

縮塩水につきまして、タンクの底部の残水を除きましてすべて処理が終了

したという状況になってございます。 

 その下でございますけれども、トレンチ内の汚染水除去ということでご

ざいますが、こちらにつきましても、海水配管トレンチ内の汚染水 11,000

ｍ3、こちらにつきまして、残り６０ｍ3を除きまして７月 30 日に撤去が完

了したという状況になってございます。６０ｍ3につきましては４号機に残

ってございますけれども、こちらにつきましてはタービン側と海側をしっ

かり閉じておりますので、環境中に出ることはないと考えてございます。

１０月末に汚染水を取り除きまして充填をする予定になってございます。 

 その下、「近づけない」ということでございますけれども、地下水バイパ

スにつきましては順調に稼動している状況でございます。 

 その下、サブドレンでございますけれども、こちらにつきましては最近

新聞等で報道されているとおりでございます。福島県さん、漁連さんと関

係される皆様の御了解をいただきまして実施できる運びになったという状

況でございます。現在ですと、この３日からくみ上げを開始したいと考え

ているところでございます。こちらにつきまして、右肩のほうにリスクと

書いてございますが、建屋周辺の水位と建屋内の水位が逆転しますと建屋

の中の汚染水が環境中に出てきますので、そうならないようにしっかり確

認する必要がございます。こちらにつきましては、手順をしっかり設ける、

また、警報値を定める等々の対策をとりまして、万全な体制で対応したい

と考えているものでございます。 

 ページをめくっていただきまして、２／２ページになりますけれども、
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「近づけない」対策として書いてございますが、「陸側遮水壁設置」と書い

てございます。こちらにつきましても進捗がございました。遮水壁につき

ましては海側と山側の２つに分けて管理してございますけれども、山側に

つきまして７月 28 日にすべての工事を完了することができました。また、

海側につきましても、一部工事の承認が下りていない部分がございました

けれども、こちらにつきまして７月 31 日に許認可が得られましたので、現

在、積極的に作業を開始しているところでございます。現在の進捗としま

しては９１％の進捗ということになっております。 

 続きまして、その下でございますけれども、「雨水の土壌浸透を抑える敷

地舗装」と書いてございます。こちらにつきましても、前回５月に御説明

したときは全体の７０％の進捗ということでしたが、８０％まで達成して

ございます。このフェーシングに伴います課題でございますけれども、フ

ェーシングをしますと雨水が排水溝等に多く流れるということが懸念され

ます。そこで、新設の排水路の設置を現在進めているところでございます。

補足資料－２の７ページ目を見ていただきたいのでございますが、「雨水の

土壌浸透を抑える敷地舗装」ということでございます。左側に書いてあり

ます赤いところが既に工事が済んでいるところ、青いところが現在フェー

シング工事を進めているところでございます。このフェーシングを完成し

てしまいますと、地下水が地下に浸透しませんので雨水がすべて排水路に

入ってしまうということで、問題になっておりますＫ排水路等にもたくさ

ん入ってくる可能性がございます。そこで、現在何をやっているかといい

ますと、右側のほうに「新設排水路の設置」と書いてございます。上のほ

うの図の薄い青のエリア、２つほど書いてございますけれども、上のほう

にありますのがＫ排水路に流れ込むエリアでございます。下のほうの薄い

青色がＢ・Ｃ排水路に流れるエリアでございます。このエリアに降りまし

た雨水につきまして、新しい排水路をつくりまして港湾内に排水をすると

いう作業を現在進めているところでございまして、その工事状況の写真を

２つ載せてございます。この工事につきましては１２月末を完成目標に現

在頑張って進めている状況でございます。 

 それでは、もう一度、資料－１に戻っていきたいと思います。資料－１

の２／２ページでございますけれども、左側の方針３でございます。水ガ

ラスによる地盤改良、こちらにつきましては前回既に完了しているもので

ございます。 

 その下、海側遮水壁につきましても、残り９本を残して終了しているも

のでございます。こちらにつきましてはサブドレンの運用ができましたら

速やかに閉じたいと考えているものでございます。 
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 最後になりますけれども、タンクの増設ということでございます。こち

らにつきましては、順次、タンクの増設、またボルト締めのフランジ型タ

ンクといわれているもののリプレイスを進めている状況でございます。 

 このリプレイスに際しましてもダストの飛散が懸念されてございます。

こちらにつきましては、先ほど見ていただいたページ、補足資料－２の 10

ページ目になりますが、下のほうに２つほどタンクの解体に際しまして採

取したデータを載せてございます。警報の設定レベルであります５×10－５

に対しまして十分低い値でございます。白丸につきましては検出限界値未

満、青丸につきましては検出された値でございますが、いずれにしまして

も作業管理の基準値をかなり低いレベルで満足していることがおわかりに

なるかと思います。 

 以上、汚染水対策につきましては、このサブドレンの運用、また海側遮

水壁の閉止をもちまして、ほぼ完了するという状況になっているものでご

ざいます。 

 資料－１に戻っていただきまして、資料－１の中の１－３というところ

を見ていただきたいのでございますけれども、「労働環境の改善に関する進

捗状況」ということで書いてございます。後ほどビデオを見ていただきま

すけれども、作業者の快適な作業環境を確保するために、ミーティングを

したり打ち合わせをしたり、また、温かい食事をするための大型休憩所を

つくりました。 

 また、下のほうには作業安全の向上に向けた取り組みということでいく

つか書いてございます。上のほうに写真がたくさんありますが、一番右端

だけ御紹介します。こちらは社外講師の指導に基づきまして安全管理指導

会というものをやっているものでございます。こちらは、当社だけではな

く元請会社も一緒に参加していただきまして、現場の不安全箇所また不安

全行為等につきまして認識を共有しまして現場の安全性向上に努めている

ものでございます。これら等々をやりまして作業安全の向上に努めていき

たいというものでございます。 

 それでは、ビデオを見ていただきまして、大型休憩所はこういうものだ

ということを御理解いただければと思います。 

【動画上映】 

 「大型休憩所運用開始～安心して働ける職場を目指して～ 

  ※上映した動画は東京電力のホームページでも配信されています。 

 《ＵＲＬ》 

http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=

v5r1b98g&catid=61709 

http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=v5r1b98g&catid=61709
http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=v5r1b98g&catid=61709
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 ありがとうございました。 

 続きまして資料の１－４を見ていただきたいのですが、情報公開につい

てでございます。こちらは、この４月から情報公開の件数を順次増やして

いくということでやったものでございますけれども、この８月 20 日以降、

すべての放射線データを出すということで、年間にしますと７万件に及ぶ

データを公開するような形をとらせていただきました。 

 右側のほうにデータを公開しておりますホームページの頭の部分を載せ

てございます。御興味がありましたら見ていただきたいと思います。でき

るだけ見やすいように工夫しているつもりでございますけれども、まだま

だ足りないところがございます。御意見をいただければと思っているとこ

ろでございます。 

 なお、本日またビデオを用意しております。こちらは、そのデータがど

のようにつくられてきているのかというところを御理解いただければと思

って用意したものでございます。お願いします。 

【動画上映】 

 「放射性物質の採取からデータ公開まで」 

  ※上映した動画は東京電力のホームページでも配信されています。 

 《ＵＲＬ》 

http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=

k8j2075z&catid=61709 

 

 ありがとうございます。なかなか、体重計のようにはかったらすぐ答え

が出るようなものではないということを御理解いただければ幸いだと思い

ます。こうしたデータにつきまして逐次公開をしたいというものでござい

ます。 

 ページをめくっていただきまして、次のページが１－４別添であります

けれども、これらのデータをまとめますとこんなことが言えますというこ

とを定期的に発信しているものでございます。こちらが８月分になります。

その裏につきましては、これまでに取ったデータも含めて並べますとこの

ようなデータになるということでございます。後ほど参考にしていただけ

ればと思います。 

 続きまして、資料１－５でございますけれども、こちらも前回の県民会

議以降のトラブル発生状況になりますけれども、サマリーをこちらのほう

に載せてございます。既に委員の皆様には非常に細かいデータが送られて

いるかと思いますけれども、本日用意しましたのはそのサマリーだという

ことを御理解いただければと思います。 

http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=k8j2075z&catid=61709
http://www.tepco.co.jp/tepconews/library/archive-j.html?video_uuid=k8j2075z&catid=61709
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 この中でいくつか問題がございまして、災害につきましては４点ほどご

ざいました。また、水漏れ等がありまして、特筆すべきものを資料１－５

の別添１以降に書いてございますので、こちらを御説明させていただきた

いと思います。「資料１－５別添１」と書いてあるものになります。 

 「死亡災害事故の概要と廃炉作業の再開にあたって」ということでござ

います。こちらは、お盆前に発生したものでございます。左側に写真があ

るかと思いますけれども、これはバキューム車でございます。作業場で泥

の回収や水の回収をする装置でございますけれども、これをリース会社に

返却するために車両本体についていますステッカーを外す作業をしてござ

いました。後ろの蓋が開いておりまして、その蓋のところのステッカーを

剥がすためにハッチを閉めようとしました。油圧で閉めるものでございま

す。そのために２人作業でやっていたのですけれども、操作者と被災者が

おりまして、操作者のほうが蓋を閉めるようなことを言いまして、被災者

が、わかりましたと「あいよ」という形で合図をしたというところで蓋を

閉めたということでございます。操作者はステッカーを順に取っていきま

して、後ろのほうに回ったところ、被災者様の上半身がハッチに挟まれて

いたという大変痛ましいことでございました。 

 現在、労基また警察のほうで状況を確認しておりますけれども、当社と

しまして作業再開にあたりまして右肩に書いてあるような対応をとらせて

いただきました。「重機総点検の実施方法」と書いてございますけれども、

巻き込まれや挟まれ以外の危険箇所につきまして抽出するようなことをや

っております。設備の安全対策が十分かどうかの確認、また、もう一つは

合図者がしっかり合図をしているのか、安全監視者がちゃんといるのかど

うか等々の人的・管理的対策が十分なのかどうかのチェックをしています。

それを確認しまして必要な是正措置が終了したものから順次作業再開とい

う形になってございます。 

 また、その下、「発電所廃炉作業への水平展開」と書いてございますけれ

ども、今回の事故を踏まえまして、重機を操作するに際しましては必ず操

作者、操作の合図者ですが、これを決めるということで、クレーン操作の

合図者のイメージを持っていただきたいのですけれども、その指揮に基づ

きまして操作をするということです。仮に合図者が視界から見えなくなっ

た際には作業をストップするということを徹底していきたいというもので

ございます。これが１点目になります。 

 次のページでございますけれども、こちらは 1,000ｔノッチタンクから仮

設の耐圧ホースを使いまして３号機のほうに汚染水を輸送させる際に汚染

水を漏えいしてしまったと、結果としましてＫ排水路から汚染水が出てし
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まったという事象でございます。５月 29 日に起こった事象でございます。

こちら、いろいろ問題がございました。次のページ、左側になりますけれ

ども、「原因と対策」ということを書いてございます。直接要因と背後要因

と２つに分かれておりますけれども、いくつか紹介します。 

 １つは直接要因の原因①ということでございますけれども、今回の仮設

ホースにつきましては、仮設だという意識が非常に強くて、点検をしない

で使っていたという状況でございます。大変問題があるということでござ

いまして、こちらについてはしっかり点検計画を作成しまして定期的に点

検をやっていくということ、また、仮設ホースをそもそも使うのはよろし

くないので、放射線の耐久性があって、また強度の高いポリエチレン管に

取り替えるということを順次やっていきたいと思います。当該配管につき

ましては６月 20 日に完了したということになってございます。 

 また、背後要因につきましてもいくつか紹介しますと、原因①のところ

なのですけれども、当該ラインにつきましては仮設で流したわけです。実

は本設のポリエチレン管の配管はほぼ作業終了のところまでいっていたの

ですけれども、一部作業ができない状況になってございました。その作業

をストップする判断につきまして実施グループだけの判断でやってしまっ

たということです。したがって社内で共有されていなかったという問題が

ございました。その観点で、リスク管理が必要と判断したような対策、ま

た水平展開の工事につきましては、所長を責任者とする会議体におきまし

てしっかり工事の進捗管理を行うというふうに徹底させていただきたいと

思います。 

 また、その下の原因②というところでございますけれども、そもそも高

濃度の汚染水を移送しているにもかかわらず、漏えい防止に対する配慮が

不足していたという問題がございました。それに対しましては、敷地内に

たくさんあります溜まり水につきまして、もう一度、その濃度、量、場所

をしっかり整理しまして、これをどういう配管を使ってどういう浄化設備

を使いまして、いつまでに処理するのかということを一度しっかり整理し、

それをみんなで共有して、実際に汚染水を扱うときには意識を持って対応

するということを実施すること等の対策をとって再発防止に努めたいと思

います。 

 右肩のほうには総点検の結果について書いてございまして、上のほうは

高濃度の汚染水につきまして問題になるものはなかったと。ただ、高濃度

以外のものにつきましてはかなり問題がございましたので、これらにつき

まして改善を進めていくというような内容になってございます。 

 次のページでございますけれども、資料１－６というものでございます。
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こちらはＫ排水路の雨水が外洋へ一部排出するという事象でございます。 

 こちら、Ｋ排水路につきましては、汚染水が外に出ないように清掃また

土壌の除去等を進めているところでございました。さらには、抜本的とい

いますか、しっかり排水の管理をするために、排水先を港湾外ではなく港

湾内に付け替える工事を進めてございます。こちらにつきましては本年度

の完成を目指しまして昼夜作業を行っているところでございます。その内

容が右側一番上のほうに書いてございます。 

 なお、これは１年かかってしまいますので、その際の暫定措置としまし

て、Ｋ排水路の出口に堰を設けまして、ポンプを８台ほど入れましてこれ

でくみ上げまして、Ｃ排水路を使い港湾内に流すというオペレーションを

してございます。４月 17 日からやってございます。残念ながらすべての排

水をポンプでくみ上げることができませんで、処理能力を上回りますと港

湾外に出るような事象が発生してございます。現在まで確認された排水に

つきましては、４月 21 日、また７月 16 日、８月 17 日、８月 27 日という

ことで４回ございます。また、排出した可能性があるということに関しま

しては７月 20 日に可能性があったという事象がございました。 

 また、左側下のほうに絵が描いてあるのですけれども、堰が描いてあり、

水が流れているような絵があるかと思いますけれども、当初想定しており

ましたのは越流というイメージの流れ方でございましたけれども、その右

側、越波と書いてございますけれども、波状の形で一部右側に排水する事

象がございました。写真でいいますと、越波と書いてある右側にあります

けれども、写真の中ほどに仕切り板のようなものがございます。これが堰

でございまして、右側が仮設ポンプが入っているところでございます。仮

設ポンプのほうの水位を見ていただきますと、下のほうに配管のつなぎ目、

フランジ部分が見えるかと思いますけれども、ここまで水が来ていないの

がわかると思います。それなのにもかかわらず、この写真でいいますと左

側のほうには一部水が流れ出ているという状況でございます。こういう波

状のもので流れ出るということがわかりましたので、対策として下のよう

なかさ上げするようなことで対応している状況でございます。 

 また、その他のＫ排水路の対策として、右側下のほうに書いてございま

すけれども、排水路の清掃は当然のこととしてやり続けるということでご

ざいます。それと、中ほどに浄化材の設置と書いてございます。これはイ

オン状のセシウム等を吸着するために排水路の各所に、ここでいいますと

赤い縁取りで黄色のところでございますけれども、こういうところに設置

したということでございます。また、先ほどフェーシングの中でお話しし

ましたけれども、排水路の新設につきましてもこのＫ排水路対策の一部で
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ございますので再掲しているという状況でございます。これらの対策をと

りましてＫ排水路の問題を解決していきたいと考えているところでござい

ます。 

 説明としましては以上でございます。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。膨大な資料になってしまって、その経過報告

といいますか、これまでどういう状況になっているのかという状況説明だ

けでも非常に膨大な資料になるという状況になっています。 

 全体といってもなかなか審議しづらいと思いますので、まず、一番最初

の資料１－１にあります１号機から４号機にかけての現状と今後の予定と

リスクに関係したもの、それから２番目に地下水汚染に関係したもの、３

番目に情報公開、４番目に漏えいや死亡事故も含めた安全管理の問題とい

う形で、４つぐらいに分けて御質問を受けたいと思います。恐れ入ります

が、まず最初の１号機から４号機にかけての動きですが、ここについて御

質問、御意見がございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょう

か。 

 

○川内村（志賀氏） 

 川内の志賀と申します。ただ今、進捗状況の説明もありましたが、新聞

等で見ますと２年から３年遅れるということです。その中で、使用済燃料

の取り出しについては、３号機は３年ぐらい早く、１号機と２号機が一緒

ということです。その中で、私は２号機は爆発しておらず、屋根もついて

いるからガレキもないとみています。また、キャスクは８０トンぐらいあ

るのですよね。それを地上に落とすのに１３０トンのクレーンなども、爆

発していないからそのままであると私はみています。 

 そうしますと、早いうちに２号機は取り出せるのではないかという前回

の質問の中では、線量が高くてうんぬんという回答でしたが、私は３号機

を早く始めるということはどういうことなのかなと思います。４号機の架

台組み立てに東京タワーの架台より多くの鉄骨を使用したということも聞

いております。その架台を３号機に持ってきて取り付けるのか。そして、

使用済燃料を取り出すのか。あとのデブリも含めてそういう方法をとるの

か。２号機は比較的安定しているから遅いのか。要するにオペフロ、５階

から１階に降ろすわけですから、その過程で５階から４階まできれいに除

染して燃料を取り出すのか、それとも地上と屋上だから中間は除染しなく

てよいのか。そういう方法で燃料の取り出し、２号機も６００体くらい入
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っているのですよね。それも早いうちに取り出してリスクを低減するのか、

その辺のことを聞きたいと思います。 

 

○渡邊議長 

 事業者のほうにお願いしたいと思います。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 今おっしゃっていただいたとおりのところがございます。まず、２号機

はおっしゃるとおり爆発を免れたことはよかったのですけれども、なかな

か仕事がうまく進められない理由は、実際には中の燃料が溶けてしまった

ので、その溶け落ちた燃料からセシウムが建物の中にべったりとついてし

まっていて、今、中に入るのは非常に困難な状況のためです。 

 その中で仕事を進めていく上で、キャスクの移送についてはおっしゃっ

たとおりなのですが、その前に燃料をキャスクに入れる作業があります。

燃料をキャスクに入れるためにはオペフロといわれる５階のエリアにずっ

と人がいて、燃料を一体一体つまんでキャスクに入れるという作業があり

ます。そこの被ばくが非常に大きくなるということになります。 

 そして、その前に、今ある天井クレーンや燃料交換機が本当に使えるの

かといいますと、４年半経って、空調も効いていない状況でしたので、中

に錆も大変出てしまっていてうまく動かないのではないかと思います。そ

れを動くようにするという作業を考えたり、そのあとに人が入って一体一

体の燃料をしっかり扱うことを考えると、２号機は建物は健全であるので

すけれども、被ばくが多くなりすぎて仕事がなかなか進められないのでは

ないかというのが今の我々の感覚です。なので、まずは線量を下げるため

の努力をしようと思っています。 

 逆に、３号機はなぜ早く進むのだというところは、お手元の資料の補足

資料－１の５ページをご覧いただきたいと思います。補足資料－１の５ペ

ージでございます。「３号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた

取組み」というところです。なぜこのプラントを早くやろうかと思うかと

いうところは、今、むき出しになった使用済燃料プールがあります。使用

済燃料プールがむき出しになっているということは、ここに燃料があらわ

になっているわけですから、もし水が抜けたときにどうなるのかとか、リ

スクを考えると、やはりこの使用済燃料は早く取り出さないと皆さんの安

心につながらないと思っています。 

 それをやるにあたってどうするかというと、今までガレキを取り除くと

いうのをやってきたのですが、実はこのプラントの線量の高いのを何とか
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クリアするために、今、小名浜の港に、このちょうど真ん中辺のドームに

なっているような、あるいはなんとなく弓なりになったもの、半割になっ

たものがいっぱい置いてある写真をご覧いただきたいのですが、これが今、

小名浜の泉のそば、私どもがコールセンターとよんでいるところのヤード

に置いてあるのですが、ちょっとのぞいていただくとご覧いただけると思

います。こうやって外で実際の使用済燃料を取り出すための、言ってみれ

ばオペフロの階にある設備と同じ設備をつくっています。これを現場に持

ち込んで、今の３号機の建物の上にしっかり建てて、橋げたのようにつく

ってあげれば仕事が進めやすいだろうというふうに考えて、今、現地では

なかなか進められないものを、線量の低い、全く線量の影響がない外で仕

事をやることで、なんとか早く３号機の燃料を取り出したいと思っている

ところでございます。これを現場に持ち込んで、現場での作業を少しでも

短くすれば、作業をやる方の被ばくが少ない中で仕事が進められるという

ふうに期待してやっているところです。 

 ということで、３号機側を先に進めているということは、我々の優先順

位としては、まず、むき出しになった燃料というのは非常に皆さんに対し

て不安を感じさせるでしょうし、我々としても、リスクが高いのは堅牢な

建物の中に閉じこめられている燃料よりもこちらだと思いますので、３号

機からスタートとする。 

 ２号機は残念ながら、おっしゃるとおり使えれば済むだろうというのは

そのとおりなのですが、使えない可能性が高いと思っているので、後に回

っているというところでございます。 

 以上です。 

 

○渡邊議長 

 志賀さん、よろしいですか。もし追加質問があれば。 

 

○川内村（志賀氏） 

 わかりました。すみませんがもう１点。煙突は御承知のとおり緊急時の

ときの目的もありましたが、普通、空調に使っていたものです。それが、

この前視察したとき外した状態のところがありました。その煙突というの

は今後使用するのか。また、従来のものがまた使用できるのかお聞きしま

す。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 今、御指摘のところは、１・２号機、３・４号機のところにスタックと
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いうかなり高い煙突が立っているのを現場でご覧いただいたと思うのです

が、今、原子炉建屋、タービン建屋とも空調をしていませんので、あのと

ころは今は全く使っていません。おっしゃるとおり普段は空調の空気を出

しているだけで、事故があったときにはあそこからベントといって放射性

物質を出させていただくという設備でありまして、実際に震災のときにも

あそこから放射性物質の放出をさせていただきました。それがベントとい

う作業で、煙の映像を御記憶の方がいらっしゃるのではないかと思います。

我々は煙突ではなくスタックと言っているのですけれども、そのために線

量が非常に高い状況が、あの中にはあります。あれは今は強度的にまた地

震が来ても大丈夫だという確認はできているのですが、錆がだんだん発生

してきますのでだんだん弱くなっていくと思います。１０年ぐらいはもつ

だろうと思っていますが、あれの撤去というのも、今の作業の優先順位で

はまだそんなに高くないのですけれども、今後、優先順位が高くなってき

てあの撤去作業というものをまた皆さんに御相談させていただくことが出

てくると思います。ですから、今、あれは一切使っていません。線量の高

いものとしてあそこにありますので、あまり触らずに、近くに寄らずにい

るという状況にあります。 

 

○渡邊議長 

 よろしいですか。 

 

○川内村（志賀氏） 

 そうしますと、やはり３０年４０年の長い工程の中で、暑い寒い等の空

調関係の設備をしなければいけないので、そういうことも考えているので

しょうか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 はい。今度は建物全体を空調するという格好のいいことはもうできない

と思っています。壊れている場所が非常に多いですので。作業をやってい

ただく方の空調設備というのをローカルにいろいろなところにつくってい

くということで、なんとか作業を少しでもやりやすいような状況をつくっ

ていくことを考えながらやっています。 

 

○渡邊議長 

 そのほかいかがでしょうか。１号機から４号機の、いわば廃炉に向けた

進捗状況、現状と今後の予定、リスクというものがわかりやすく書いてあ
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りますけれども、皆さん、日頃新聞のニュース等でいろいろなものが入っ

てきますけれども、それに対応した形でいろいろ書かれているかと思いま

す。もし御懸念等がございましたら率直に意見を出していただければと思

います。 

 もしなければ、次の地下水汚染の問題という形で御報告がありました。

サブドレンの問題、それから、一番大量にあったトレンチの問題がやや片

づきつつあるということで、トレンチの汚染水の問題もありましたけれど

も、今問題になっている地下水制御の問題がどうなっているかということ

で、工事の進捗状況、凍土壁の問題等がございましたけれども、これにつ

いて何か御質問、御意見はございませんでしょうか。 

 

○福島県女性団体連絡協議会（鈴木氏） 

 女団連の鈴木と申します。地下水の件ですけれども、建屋の周辺や敷地

内に入り込む雨水等については大変きめ細かに注意を払って作業なさって

いるという様子を伺いましたけれども、地下水というのはご存じのように

低いところにだけ流れ込むものではありませんし、２０年、３０年という

長い排水のことを考えますと、周辺のものが流れ込むということは十分考

えられると思います。昔から、井戸は掘れば掘るほど、使えば使うほどい

い水になるというふうにいわれているわけですから、そういう意味で、既

にニュースなどにもなっているかと思いますけれども、モミの木の生長点

が止まるという事実が出たわけですけれども、これらのものも長い年月、

地下水となって上がってくるおそれは十分考えられると思います。そうい

う点についてはどんなふうにお考えでしょうか。 

 

○渡邊議長 

 大変重要な御指摘かと思います。どうぞお願いいたします。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 今、だいたい地下水というのは１年間に１０㎝ぐらいずつ移動するだろ

うというふうにいわれています。その中で、福島第一の土地というのはど

うなっているかというと、御承知のように後ろに山はありませんので、地

下水の流れはどこから来るかというと、降った雨水がほとんどそのまま地

下水になるというふうに言われております。ですから、今は外から流れて

くるというよりも、我々の土地のところに降った雨が地下水になって、そ

れが今、御指摘のように、これから我々が掘っている井戸のところにだん

だん流れてくるのだと思います。その流れの中で、我々が申し訳ないこと
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にタンクから漏らしてしまった汚染した水、あるいは震災の直後に飛んだ

ガレキから出てくるような汚れを吸い込んだ雨水がだんだん海のほうに流

れていくのだと思います。それを海に出さないようにという海側の遮水壁

をしっかり今からつくっておりまして、もうすぐつくり上がりますので、

これで海に対しては出なくなると考えております。 

 あとは、井戸のようなものを掘って海に出る前に汚れたものをくみ上げ

て浄化をするというのを我々しっかりやってまいります。そして、その観

測井戸というものを掘って、どこでどういう濃度のものが出ているかを見

ていますので、それがだんだん山から海に流れていくときにどこかで検知

されれば、それがまた海のほうに行くということがわかりますので、その

前に汲み上げるということをしっかりやってまいります。そういった形で、

我々の土地に降った雨を中心とする地下水、汚れた水は外に出さないとい

うことをやってまいります。 

 

○渡邊議長 

 たぶん説明は納得がいかないと思うのですが、今の状況の中で、例えば

地下水がどういう範囲で拡散をしているのかという、この辺の見積もりみ

たいなもの、要するに、今、増田さんがおっしゃったように、１年間に 10

㎝だったら、いわば漏えいしたものでそんなに地下水が汚染されないので

はないかと思う一方で、結構速く動いているわけですから、そういう問題

も兼ねて、どの程度例えば事業者のほうで地下水汚染というものを考えて

いるのか、あるいは、だいたいどういう範囲で収まるのかという、その辺

のところの見積もりみたいなものはある程度できているのでしょうか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 すみません。私が間違えました。１年間ではなく１日１０㎝です。すみ

ません。１日に１０㎝動くそうです。この水の流れというのは、しっかり

と我々、今、把握しているつもりです。そして、海側にはかなりの数の観

測の井戸を掘ってあります。そしてまた、タンクから漏れたときにも、タ

ンクから地下水はどちらに流れていくのだろうという予測がだいたいでき

ていますので、その方向に対して井戸をいくつか掘ってあります。そうい

ったところをとおして、しっかりと流れがほかのところに行っていないこ

と、あるいは今流れがどこまで行っているかを見るということをやってお

ります。これで、どこに汚染した水が今流れていってどういう影響を与え

そうだというところを押さえていると思います。そして最後は、これが海

に出ていかないというのが大事だと思っていますので、海に出るところは
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しっかりとシャットアウトして出さないようにしているというところでご

ざいます。 

 ですから、いつというところはなかなか難しいところはあるかもしれま

せんが、我々はまずは海に出さないというのを一番のやるべきこととして

捉えてやっているというところでございます。 

 

○渡邊議長 

 基本的には、水ですので、地下水も含めて高い所から低い所へ流れると。

低い方はどこかというと基本的には海だという状況の中で汚染水が海のほ

うに流れているという状況だと思います。ですから、南北方向にどの程度

拡散するかというのは今の段階ではわからないのかもしれませんけれども、

基本的にあそこの流れは、陸側といいますか西側から海の方に全体が流れ

ていて、南北方向にはあまり汚染はしていないだろうという目論見になる

のですね。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 おっしゃるとおりです。 

 

○女性団体連絡協議会（鈴木氏） 

 私は何度か地下水の図を見せていただきたいとお願いしていました。断

面図につきましては何度か見せていただきましたし、この会議の中でも発

表していただいたのですけれども、できましたら平面図があればもっとわ

かりやすいかなと思います。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 承知しました。我々が解析で使っている図面がございます。地下水がど

う流れているからここのところにどのくらいの水が、地下水バイパスなど

で汲み上げたときにどういうふうに汚染水を減らす効果があるだろうとか

というのを計算するときに使った流れの解析用の図面がございますので、

それを次回準備してお持ちします。 

 

○渡邊議長 

 すみません。シミュレーションだとどうもやはり分からないです。です

から、できれば観測値をその中に入れるかなんなりかしないと実態がわか

らないと思うんですね。サブドレンの中で水管理だけをしているので水位

がわかるかどうか、流れの方向がわかるかどうかわかりませんけれども、
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今お話しになったものは、シミュレーションを見せられてこう流れていま

すといっても、それを信頼できますかといわれたら全然証拠にはならない

ので、その辺ちょっと御注意をなさって平面図を、だいたい深さ何メート

ルぐらいではどんなふうに流れているかということを出していただくとい

いのですが、大丈夫ですか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 それは難しいと思います。やはり、地下水の流れが今どこでどう流れて

いるか、しかも、これだけ地表面もフェーシングといって舗装をどんどん

かけてきましたので、雨のしみ込み方も実は変わってきています。なかな

か難しいところがあると思います。 

 

○渡邊議長 

 たぶん難しいからこういう質問が出てくるのだと思います。もしシミュ

レーション程度でいいのだったら、これですっと出ていますということで

済むのだと思うのですけれども、たぶん県民の皆さんも含めて、実際、地

下水はいろいろな制御をしているけれどもどうなっているのだということ

がわからないので今のような御質問があるのだと思うのですが。 

 

○高坂原子力総括専門員 

 確か水位のコンター図に実測値も載っていたものが、今まで汚染水対策

委員会等で出していただいた資料にあったと思います。それを見れば解析

の水位がどうなっており、実測値はどうなっているか、それを示していた

だければわかると思います。 

 

○渡邊議長 

 わかりましたでしょうか。サブドレンなどで観測している水位と、それ

に伴って流れがどうなるかという解析とシミュレーションをあわせて空間

を補完して出していただくということでよろしいですか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 わかりました。なかなか南北というところが出てこないと思います。承

知しました。まずはお示しさせていただきます。ありがとうございます。 

 

○渡邊議長 

 よろしいでしょうか、そんなところで。 
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○女性団体連絡協議会（鈴木氏） 

 ありがとうございます。楽しみに待っています。 

 

○渡邊議長 

 それ以外いかがでしょう。汚染水のところで、多核種除去装置の汚染水

処理の問題は一定程度片がつきそうだというお話がありましたけれども、

それの問題、それから、トレンチについては凍土壁の問題もあっていろい

ろありましたけれども、基本的にはこういう形で準備が進められていて除

去されるという動きもございました。そのほかでは、地下水バイパスがど

の程度効果的なのかという問題も以前この会議では議論があったかと思う

のですが、いずれにしても稼動しているという状況だと思います。何かこ

の辺のところについて御質問はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 なければ次の情報公開に移ります。前から私たちはわかりやすい情報公

開をしてくれということで、ビデオにもありましたけれども、かなり御苦

労されていると思います。１つのデータを出すのにも大変な時間を要して

いるというのは十分わかるのですが、その一方で、リアルタイムに測れる

ものはリアルタイムで測って出していただくということも必要なのではな

いかと思います。この辺で御質問がございましたらお願いしたいと思いま

す。御意見も併せてお願いします。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 御意見ないようでしたらこちらからよろしいですか。先ほどデータの採

取という動画を示させていただきました。あれを皆さんご覧になってどう

お感じになったかも御意見をいただけるとありがたいのですが。我々から

見ても、本当にこれでいいのだろうかと実は思うところもありまして、ぜ

ひ皆さんから御意見をいただければ。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございます。いかがでしょう。見ていただいて率直にデータ

の公開、ビデオのとおりでいいのか感想も含めて出してほしいという事業

者からの御意見でございますので、まさにこういう交流といいますか意見

交換をすることで、県民目線を守れると思いますので、率直な御意見をい

ただければと思います。いかがでしょう。 

 岡さん、どうですか。先ほど見ていただいて、もし情報公開について感

想を述べていただければありがたいのですが。 
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○浪江町（岡氏） 

 浪江町の岡です。お願いします。海の水を採取したとしても、常に動い

ている水ですので、朝、昼、夜と採取しても、それぞれ違うだろうし、荒

れている時に採取しても、また違うだろうし、一定していない場所ですか

ら、何回も何回もとって検査していただくしかないのかなと思います。と

にかく今、浜通りの海の水はとても不安だし、もちろん土壌も不安だし、

不安だらけで、なかなかこれを解決するというのは難しいと思うのですが、

やはりきめ細かなデータをいただかないと、海に関しては本当に何回もし

ていただかないと違うのかなと思っています。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。 

 漁連の八多さんいかがでしょうか。 

 

○福島県漁業協同組合連合会（八多氏） 

 先ほどのビデオを見せていただいた感想ですが、よくできていると思い

ます。ただ、空間線量等の測定をされている、あるいはモニタリングポス

ト、あるいは港の中にもモニタリング的な施設があってという、時間単位

で測定されているというところも広報されるといかがかなと思いました。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。そのほかどうでしょう。 

 すみません。私から、率直に申し上げますと、あまり思いを入れないで

ほしいと思います。客観的にデータを出していただくことがいいのであっ

て、判断はこちらでする。一つ一つのデータに思いがあることはよくわか

ります。しかし、あまり思いを入れますと皆さんの思いが変換されている

のではないかというふうに思ってしまいます。ですから、率直にそのまま

データを出していただければいいし、生のデータを出していただければい

いのではないかと思います。こんな形で苦労して生のデータを出していま

すよという形で、リアルタイムのデータも含めて、私はあまり思いが込め

られすぎているなという感じがしました。いかがでしょう、データ公開に

ついて。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 よろしいですか。ありがとうございます。一番初めに浪江町の岡さんに

おっしゃっていただいた荒れた海で採るときとそうでないときの差や、い
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ろいろ普段違うだろうというのはおっしゃるとおりなので、そこはコメン

トを入れさせていただきます。海が荒れているとデータがいつもと違って

いたりすることもあるので、やはりきめ細かい採取が必要だというのはコ

メントを入れさせていただきます。 

 また、八多さんからいただいた連続測定の空間線量や港湾の中、そうい

うものも確かに抜けていて、水をとるというところばかり中心になってい

たので、こういう連続測定を自動的にやっているものも公開していますと

いうのも入れさせていただきます。 

 また、渡邊先生がおっしゃったように、やはり思いというのは確かにセ

リフの中にあったと思うのですけれども、割愛したいと思います。ありが

とうございます。 

 

○渡邊議長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、最後の死亡事故及び安全管理といいましょうか、それと、最

後に出されましたＫ排水路の問題も含めて、これも汚染水は汚染水なので

すが、雨水という形で安全管理の問題にかかわってくるかと思いますので、

漏えいの問題と死亡事故の問題について御意見等がございましたらお受け

したいと思います。いかがでしょう。 

 

○大熊町（井戸川氏） 

 大熊の井戸川でございます。前回、やはり死亡事故ということで、ここ

でお話ししましたけれども、今回また死亡事故という話になりました。そ

の中で、この死亡事故の対策を見てみると、これが本当の対策かというこ

とをつくづく感じさせられるのです。ということは、あくまでも１人の命

が亡くなった、この１人の命を我々が考えたときに、やはり５人も６人も

の恐らく御家族もいるでしょう。その中でよく考えていただきたいと私は

思っております。 

 私も前にいろいろとお世話になって安全管理というものをやっておりま

した。その当初、震災の何年か前、例を挙げれば、だいぶ火災事故が発生

した時期がございます。そのとき、１年間に２０件、３０件の火災という

ことで、どういう対策を打ったかというと、結果的には発電所の中に入っ

ている可燃物を除去してしまえという電力さんからの命令がございました。

各事業所さんとも非常に莫大なお金をかけてそういった対策を練ったわけ

です。足場板、何千枚という枚数を各企業が抱えているわけです。それの

足場板を板ではなくてアルミにしてしまえと。また、養生関係のシートに
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しても、結果的には可燃ではだめだ、不燃にしてしまえということで、火

をつけても燃えないシートにしろということで至上命令になりました。 

 そのように、今後たくさんの大きな作業があるのですけれども、また明

日死亡事故があるかもしれません。それで私がお願いしたいのは、今、電

力さんのほうでどのような形で現場をパトロールしているのかということ

を特に聞きたい。というのは、その当初、やはり電力さんも火災があって

から満遍なく各現場をしょっちゅう回っておりました。今、私は現場にタ

ッチしておりませんので、どのような形でパトロールしているのか、そし

てまた電力さん自体のプロジェクトというものも、安全パトロールという

一つの課を設けてやっていただきたい。これが非常に各企業においては大

きなデメリットもあるかもしれませんけれども、電力さんからすればメリ

ットではないかと私は思います。電力さんのパトロールが来たというと、

やはり我々一般の企業がパトロールしたのと違って、だらっとではなくて

ぴしっと引き締まるのです。その辺をちょっと考えていただいて、今以上

の前進をしていただかないと、今後また同じパターンが発生するのではな

いかと私は思っております。あくまでも死亡事故のないように、私はまた

この場で電力さんに特にお願いしておきます。それで、今現状の中身がわ

かれば教えていただきたいと思います。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 ありがとうございます。我々もパトロールは本当に重要だと思っていま

す。今、井戸川さんがおっしゃったように、東京電力の人間がパトロール

に行くというのは、企業さんの安全の担当の方が行くのとはまた違う緊張

感が走るというのは、私も知り合いの作業をやっている方から伺っていま

すので非常に大事だと思っています。 

 今、正直いって、7,000 人の人が働いている現場に東京電力の人間がずっ

とついているというのはできない状況になっていまして、今、福島第一の

所長の小野以下で現場に行くというかけ声をかけているのは、１人の現場

管理の担当者が週に３回は必ず現場に行こうと、そして現場で作業をして

いる人としっかりと話をしようと号令をかけてやってもらっています。回

数で決めるというのは本当はよくないとは思っていますが、残念ながら今

の福島第一はまだ回数でそういうことを決めてやるぐらいしか現場に行く

ときの必要性というのがうまく認識できないようなところもあります。ま

ずはそこからスタートだと思っております。 

 もう一つ、企業の元請けの所長さんたち、そういう企業の元請けの幹部

の人と東京電力の幹部が一緒に回るパトロールは毎週しっかりやっていま
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す。毎週火曜日の午前中と決めて現場に一緒に行って、自分の現場でない

ところを元請けの所長さんにも見てもらう。自分の会社で管理していない

ところを見てもらって全く違う目でチェックしていただくということもや

っております。ようやくそういうことができるようになってまいりました。

これをもっと定着させて現場に密着したパトロールにしていきたいと思っ

ています。 

 そして、今、タイベックというのは白しかないところがありますが、タ

イベックの色で、例えば安全のパトロールはオレンジ色のタイベックを着

て現場に行って、安全に関する人が来たということをわからせるとか、東

京電力のタイベックの色も今変えようと思っています。東京電力の人間が

回っているという姿をやはり識別してわかるように。もともとは作業服で

わかっていたわけですが、それがわからない状況ですので、それをしっか

りやって現場での緊張感というところにつなげていきたいと思っています。 

 もう一つだけ。今回、死亡事故を起こして申し訳ないのですが、この重

機というのは特に福島第一だけが特別に使っているものではなく、いろい

ろなところで使っている重機です。それが福島第一で事故を起こしてしま

ったということは、やはり福島第一なりのまた違う問題がたぶんあるのだ

と思っています。これは労基さんから原因が出ていない段階であまりこれ

ですというのは言い切れませんけれども、我々は福島第一での防護装備、

全面マスクをしている作業ですとかタイベックを着ている作業というのが

違いとしてはありますので、そこをなるべく早く普通の現場の作業と同じ

ようにできるような状況に戻すこともけがの減少につなげられると思いま

すので、それもしっかりと、なるべく早くやっていきたいと思っています。 

 以上です。 

 

○大熊町（井戸川氏） 

 もう１点教えてください。確かに全面マスクをやっているということで

非常に酷な作業です。その中で、電子ホイッスルか何かの対策を練ってい

ると。私がもらった資料の中に電子ホイッスルというものがあるとありま

すが、それはどんなものですか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 これは、全面マスクをしていると声が聞こえづらいものですから、音を

出しながら、今作業を続けていいよというのをピーピーと電子的な音をボ

タンを押して出すようにして、後ろで監視している人が、今はＯＫだとか、

だめなときには合図をして操作者にわかってもらうようにしようというた
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めの、音を出すためのブザーみたいなものを持って仕事に入ろうというこ

とでございます。 

 

○大熊町（井戸川氏） 

 今後も恐らく、巻き込まれ、挟まれの事故、たくさんこういう作業が現

場であります。ほとんどがそうだと思います。そういうことでそれには特

に注意していただきたいということと、巻き込まれは非常に、今回もそう

でしょうけれども、すぐレバーを止めてもさっとは止まらない、そういう

状況でございます。ですから、そういうものに特に気をつけてしっかりし

たＴＢＭ－ＫＹをお願いしたいということと、そういう急所ポイントを外

さずにひとつよろしくお願いをいたします。以上です。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。安全管理の問題については、今回は御回答は

ありませんでしたけれども、全体としてどういう形でいわば安全管理がさ

れているのかということを前回の中でも御質問をしておきました。廃炉作

業にあたって総合的な監視体制や安全確保がされているのかという課題が

ありますので、併せて今回の死亡事故も含めて、前回も含めて、どういう

形で管理体制をするのか。今、増田さんからお話がありましたように、週

何回やっていますという、高線量なのであえて被ばくをという問題はもち

ろんあるのだと思うのですが、必ずしも週何回ではなくて工程管理の中で

今どういう状況なのかとか、それから自然災害で例えば何㎜雨が降ったと

か風が強いとかというときに管理をしなければならないとか、そういう場

面ごとの問題もあるかと思います。そういう体制が本当にとられているの

かどうかというのは、この間の流れを見ると私たちはやはり不信感を持た

ざるを得ないということがございますので、その辺についての検討もお願

いできればと思います。 

 改めてまた最後にまとめたいと思いますが、そのほかございますでしょ

うか。 

 

○福島県旅館ホテル生活衛生同業組合（菅野氏） 

 県旅連の菅野です。死亡事故がこれで３名ですか。死亡する前に傷害を

受けた方というのは発表されていますか。例えば、ちょっと手を挟んでけ

がをされたとか、その数字はわかりますか。教えてください。 
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○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 すみません。今手元にないものですから準備します。 

 

○渡邊議長 

 では、ちょっと時間をいただいてからという形で。それを受けてから御

質問という形になりますか。では、ちょっとお待ちいただき、そのほかの

方から御質問があれば受けたいと思います。どうぞ。 

 

○福島県女性団体連絡協議会（鈴木氏） 

 女団連の鈴木と申します。資料１－６の中にゼオライト土嚢というのが

あるのですけれども、このゼオライト土嚢につきましては人工のものなの

でしょうか、自然のものなのでしょうか。それからもう一つ、どこの産地

のものを使っていらっしゃるのですか。 

 

○渡邊議長 

 すぐ答えられますか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 自然のものというところは答えられますが、すみません、産地はわから

ないので調べさせてください。 

 

○渡邊議長 

 では、そういう形で。何か懸念材料があればお話しいただいて構いませ

んけれども、よろしいですか。そのほかいかがでしょうか。 

 

○福島県ＰＴＡ連合会（村上氏） 

 県ＰＴＡ、村上でございます。作業をされる方一人一人に対する接し方

や指導などというところで、大変大勢の皆様が働いておられる。そうする

と、どこのどなたが来ておられるのか大変つかみづらい。あるいはいろい

ろ指導してはいるけれどもなかなか質が上がらないとか効果が出ないとい

うところがあるのかと思っております。 

 いろいろな努力とか話し合いで少しずつ前進しようとしているところで

ございましょうが、何を言いたいかといいますと、大阪の中学校１年生の

あの（殺害）事件で、報道の中で「福島県除染作業員」という言葉が流れ

てしまったと。これは、その言葉が出ただけでも大変なショックといいま

すか、少しずついい方向に進めていこうとしている努力が、その言葉が出
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ただけで元に戻るよりもマイナスになってしまうようなことが、私はすご

く気持ちが落ちるといいますか心が痛むという感情でございます。そうい

う意味も含めまして、作業員一人一人の皆様に御指導というかお願いとい

うか、そういうところまでも頭に置いて接してほしいなという要望であり

ます。 

 

○渡邊議長 

 公式の席上でいいのかどうか私もわかりませんけれども、今、ＰＴＡの

方から出された意見というのは、基本的には作業員がいわば頭数だけそろ

えばいいという状況で作業をしているのではないかという不信感からだと

私は思います。やはり作業の質、作業員の質というものをどういうふうに

管理されているのか。暴力事件があったりピストルを管理していたところ

がつかまったりということで、新聞報道ではこの５年間でいろいろな事件

があるわけです。そういう作業員の管理ということも含めて、管理をする

人と作業する人がいなくなるということはもちろんあるのかもしれません

けれども、今回の事件はやはりそういうところまで、例えばどういうふう

に作業員の方を、管理というのではないのでしょうけれども、保証してく

れているのか。作業そのものの保証の問題もありますけれども、そこで働

いている人の質の問題というものをきちんとやらないと、恐らく今回のよ

うな事故防止の問題も含めて、なかなか収まらないのではないかという気

がします。恐らく、その辺のところでの御意見だと思いますので、これは

どういうふうにお願いしたらいいのか、いろいろ難しい問題があるかと思

うのですけれども、ぜひ検討していただければありがたいなと思っていま

す。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 まず、今回の関西のほうで起こった中学生の殺人につながったものは幸

い福島第一の作業の方ではなかったというところは、もう一度、改めて言

わせていただきます。その上で、今、作業を 7,000 人の方にやっていただ

いて、その方々がいわき・広野を中心に地元に住んでいただいているのは

そのとおりですので、その方々が住んでいる場所でいろいろな迷惑をかけ

るようなことをしていないかというところの心配があるというのも、福島

評議会ですとかほかの会議の席上でも私ども皆さんから懸念としてお示し

をいただいています。しっかりと我々がどういう方が働いているのかを把

握するとともに、元請けも含めてしっかりと規律正しい行動をしていただ

くようにという指導もさせていただきました。その上で、やはり同じ人に
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長く働いていただくというのが全体の質の向上にもつながると思いますの

で、福島第一で長く安心して働ける状況をつくるというのも我々のやるべ

き環境の整備だと思いますので、そういったことを通して作業をやってい

ただく方の質の向上というのでしょうか、皆さんと一緒に住んでいるとい

うことも理解させたうえでしっかりとやっていただくことにつなげていき

たいと思います。 

 

○渡邊議長 

 そういう回答でよろしいでしょうか。 

 先ほどの回答は来ましたでしょうか。では、すみません。回答をお願い

いたします。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 先ほどの災害の発生状況でございます。昨年と今年を申し上げさせてい

ただきますと、我々の災害というのは、先ほどおっしゃったような指を挟

まれたような……… 

 

○渡邊議長 

 災害というか傷害ですね。どのくらいの人数の傷害者が出たのかという。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 すみません。災害といいましたが傷害です。我々、不休といって休みを

取らないようなところまで全部けがとして捉えておりまして、昨年１年間

で６４件、これは熱中症も含んでおります。昨年の今ごろの時期、７月の

時点で２９件ほど起こしておりました。今年は今の７月の時点で１２件で

ございます。ということで昨年に比べると減ってはいるのですが、まだま

だ多いです。これは度数率といって、ちょっと細かくなりますが、作業の

人数に関係なくけがを起こしている人の人数であります。実際には何人の

人が１万時間働いたときにどれだけけがが出ているかという、そういう度

数率で表すのが普通ですが、それでいいますと一般の産業の３分の１ぐら

いというのが今年の今の状況でございます。ただ、申し訳ないことに、死

亡災害は一般に比べて非常に多いというのは正直あります。死亡災害は、

土木業でいうと５００万人で１年間に３４０件というのが数字としてある

そうです。換算しますと 1 万 4,000 人で１人ぐらいになります。１年間で

す。1 万 4,000 人が働いている場所で１年間で１人の死亡災害というのが土

木業の今の平均値でございますが、福島第一は 7,000 人で半年で２人を亡
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くしてしまったということは、その４倍くらい起こっているというふうに

捉えられるのだと思います。今は数字だけで言っていますけれども、ぜひ

その辺もまとめたいと思います。 

 

○渡邊議長 

 傷害の中身は何なのでしょうか。熱中症の問題もありましたけれども。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 熱中症が多いのですが、熱中症が今年１２人です。ただ、熱中症もおか

げさまでＯＳ－１という熱中症のときの水分の補給や点滴で済んでいまし

て、重篤な方は出ていないというのが今年は幸いなところでございます。

なるべくそういうところで抑えていきたいと思います。 

 

○渡邊議長 

 それ以外の傷害というのはどんなことでしょうか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 それ以外の傷害としては、やはり挟まれてというところがございます。

その辺も含めて数字で次回しっかりとお示しをさせていただきます。 

 

○渡邊議長 

 という御報告ですが、そういう御報告に対して御質問がありましたら。

よろしいですか。ありがとうございました。 

 時間が押してまいりました。区切って御質問をいただきましたが、全体

にわたって何か御意見、御質問がありましたらお受けしたいと思います。

いかがでしょうか。 

 なければ、高坂総括専門員のほうで何かもし抜けているところがありま

したら御助言をいただければと思いますが、いかがでしょう。 

 

○高坂原子力総括専門員 

 一通り説明を聞かせていただきました。お願いだけですけれども、最初

の御説明では、資料１－１ですか、廃炉で今どういうことを中心に進めて

いますという説明があって、これをかいつまんでみると、今一番進めてい

るのは、１、２、３とありますけれども、そのうち使用済燃料プールから

の燃料取り出し、４号機はこの前済みましたが、鋭意進めていますという

お話がありました。 
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 この絡みでは、１号機は今、原子炉建屋の建屋カバーの解体作業とこれ

からガレキ撤去に入るということでありますし、２号機は燃料取り出し用

の設備や建物を造っていくので、原子炉建屋周辺の整備ということで、干

渉物の建物やタンク等の解体作業が始まっています。３号機は使用済燃料

プールに落下していた大物のガレキとして、燃料交換機を撤去して、今、

地上に降ろして、それの後処理を進めているということです。 

 もう一つの資料で補足資料の中に、建屋カバー解体の飛散防止の話がご

ざいました。それで、申し上げたかったのは、使用済燃料プールの取り出

しに係る作業で、大事なのはやはりガレキを扱ったりするので、ダストの

飛散をなくしていただきたいということです。そういう意味では、先程の

建屋カバーの話も、周辺工事のタンク等の解体も、それぞれダストなどが

発生するおそれがありますし、屋外のフランジタンクの解体もしているの

で、それでもまたダストの問題があります。お願いとしては、ダストの飛

散がないように、今いろいろと対策をとっていただいていますけれども、

ぜひ厳重にやっていただきたいということです。 

 そこで大事なのは、監視です。ダストモニタでダストが飛ばないように

監視しようという話で一番重要だと思うのですけれども、その割には、最

近、モニタリングポスト２のダストモニタで機器の故障で警報が出たとか、

モニタリングポスト７では天然核種の誤作動でやはり警報が出たというこ

とです。特に重要なので、このダストモニタ等の信頼性の向上、あるいは

警報が出た場合の対応の仕方をきちんと定めていただいて、心配のないよ

うにぜひお願いしたい。 

 それから、最初の資料に戻っていただいて、資料１－２にありますよう

に汚染水対策はずいぶん進んでいる状況だと思います。ＲＯ濃縮塩水の処

理が残水を除き終了し、一番心配されていた海水配管トレンチ内の汚染水

が除去できたということで、今、最後の充填をしているということです。

これは非常にいい状況で、リスク低減の東電さんの努力のたまものだと思

っています。 

 今後の汚染水対策としては、今、準備中と書いてありますけれども、サ

ブドレンを使って建屋周りの地下水位を下げていくということと海側の遮

水壁を閉じて海側に出ている分を無くそうということになると思います。 

 ここで県として、凍土壁がどうして進まないのだろうと懸念しています。

次のページに凍土壁がありますけれども、従来からエネ庁さんの説明を聞

いていると重層的な対策をとるのだということでした。サブドレンと海側

の遮水壁を閉じるということで基本的な対応はできると思うのですけれど

も、サブドレンは浄化しても最終的には海に水を捨てなければいけない。
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それを減らすためには、やはり凍土壁を早くつくって、このエリアに上流

から地下水が増えて流れ込まないようにする対策は非常に重要なので、凍

土壁をぜひ早めに進めていただいて、凍土壁も併せて、全体の汚染水対策

を早く実施していただきたいというお願いでございます。 

 それからもう一つ。先ほどの労働安全の問題のほうで、バキュームカー

の巻き込まれ事故の話がありました。従来、高所作業と重量物を扱う場合

と重機を扱う場合の３つの人身災害等が起きているので、その対策をとっ

ていただきました。この度は、バキュームに人が挟まれたというのですけ

れども、これはいろいろ安全確認の問題などが書いてありましたが、一つ

気になりましたのは、電気工事をやる場合は活線状態ではなく必ず断線状

態というか遮断機を下ろして安全な状態を保って作業をする。今回もたぶ

ん蓋を閉めるというような作動をしている最中にタンクの中を覗く非常に

危険な状態で行われました。そのときに運転員の方と点検の方が合図をと

ってからやるというのではなくて、基本は作動を止めた状態で、静止状態

で作業するという安全の基本を守るということが抜けていたのではないか

と思いますが、その辺は検討されたのでしょうか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 ありがとうございます。まず、ダストモニタの件につきましては、おっ

しゃるとおり、ここの信頼性が高いことが非常に重要になってまいります。

今日お示ししたモニタリングポスト２番については確かに誤動作をしてお

りますので、こういったことが起こらないような点検の周期を考えるとか、

もう少し対策が必要かと思います。右側はやはり天然核種を捉えたもので

すから、これはやはり動作してしかるべきだと思います。動作したことを

しっかりと皆さんにお伝えするのが大事だと思っております。モニタリン

グポストのダストモニタの不具合が出た原因はしっかりと究明して対応を

してまいります。 

 ２つ目の凍土壁は、私どもとしては、これは海側の認可をようやくいた

だきましたので、なるべく早く凍らせるというところに持っていきたいと

思うのですが、海側の認可をいただいた後の作業を今行っているところで

ございます。海側の凍土壁をつくる作業は非常に難しい作業になっていま

す。タービン建屋と海との間を車で走られると非常に狭い道路だったのを

御記憶かと思います。あそこで凍土壁をつくる作業で重機を置くとほかの

車が通れなくなってしまうものですから、夜作業をやって、重機を昼間ま

たどこかに片づけてほかに持っていってというので、段取りをはじめ作業

に手間取るところもございます。その中でしっかりやっていきたいと思い
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ます。 

 もう一つだけ、蓋閉めの話なのですが、これは安全上の作業というより

も蓋を閉めるという作業をやろうとしていたわけです。そのための操作者

であり監視の人が、すみません、ここがなぜかわからないのですが、監視

の作業以外のことでたぶん近寄ってしまったのだと思います。やはり動い

ている場所に近寄らないようにするということをしっかりとやっていく必

要があると思います。そこが今回の反省の一つだと思います。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 資源エネルギー庁でございます。今、高坂さんからいただきました２番

目でございます。サブドレンについておかげさまで、皆様の御協力もあり、

また、矢吹組合長はじめ漁連関係者の方の御理解を得られたということで

ございまして大変感謝してございます。このサブドレンの効果、海側の遮

水壁を閉じて海洋汚染を確実に防止するということがこの事業の大きな目

的でございますので、我々しっかりやってまいりたいと思います。 

 また、凍土壁も、高坂さんがおっしゃるとおり、まさに我々の汚染水対

策の柱の一つでございます。これにつきましても、サブドレン稼動後、そ

の状況等を原子力規制庁に丁寧に説明しながら、なるべく早く水位管理の

認可が得られるように我々、東京電力とともに努力してまいりたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。 

 河井さんのほうから何かございますでしょうか。 

 

○河井原子力専門員 

 専門員の河井です。２～３点お聞きします。 

 高坂専門員のほうからも出ましたけれども、サイトの中のダストの飛散

の話が最初ですけれども、今回、１号機のオペフロの作業ということに関

してのダストの御説明をいただいたわけです。これは前にも一度、別の席

でもお願いした話ではありますが、発電所全体、今いろいろな工事に関し

てダストの監視ということが必要になっていろいろな測定器を置かれてい

る、また、もとからあるモニタリングポストが発電所の周辺をぐるっと囲

んでにらんでいると、そういうものがだいぶ増えてきたわけです。 

 県民の立場からしますと、その工事本来の目的がきちんと達成されるこ

とはもちろん期待しているわけですけれども、ダストが飛ばないことを期
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待しているのであっても、ダストを飛ばさないことが本来の一義的な目的

ではないわけなので、発電所全体としてダストが飛んでいない、結果とし

て県民が安心できるという構図をつくっていただきたいわけです。 

 なので、いろいろとそういう監視の設備が充実してきたということで、

この工事に対してこれをやっていますということではなくて、発電所の中

でこういういろいろな装置を設置しました、したがって、ちょうどいろい

ろな防護装備の管理ができるエリアがここですというふうに御提示されて

いるのと同じようなイメージで、この範囲で工事をやればダストの監視は

十分にできますと、そういう範囲を発電所の中のマップに示していただい

て、この工事、この工事、この工事は範囲の中でやっているので安心して

くださいというような、そういうステートメントをいただきたいとお願い

したいところです。要は、そういうマッピングみたいな、ダストそのもの

の監視ということで、特に個別の件名ということに限らず、ダスト監視と

いう点を押さえたサイトの中の様子を御説明いただけないかということが

１点目です。 

 それから、サブドレンの話に関連することですが、先ほど地下水を発電

所の全体の平面として、垂直のある位置断面ではなく平面としてきちんと

見たいという御意見が出たのですけれども、建屋の中の水位とサブドレン

の各井戸の水位のバランスが逆転する、つまり建屋の中のほうの水位が高

くなってしまうと汚染水が外に出てくるということが肝心な監視点になる

わけですけれども、発電所の各井戸ごとに見ているという意味では非常に

よく理解できるのですけれども、発電所の中、建屋の中は一定の水位かも

しれませんけれども、外側はやはり水位の分布が出てくる。それをさらに

くみ上げると各々の水位のデータがあるといった、そういう三次元という

か平面ですね、二次元の分布の中での議論になるので、そういった水位の

測定というものをどのように行っているのか、特に精度がどのように保た

れているのかと。小名浜ポイントで、いくつですというような数値はいろ

いろお示しいただいているわけですけれども、それがどういうふうに測定

されて、逆転することはあり得ないのだというようなことの御説明をいた

だきたいなというところです。これは今日この場でというわけにはいかな

いかもしれませんけれども、次回にでもお願いしたいところです。 

 それから、給食施設のお話が作業者の環境改善の中の話として先ほどの

ビデオにも出てまいりましたけれども、これも別の席で一度お聞きした話

ではあるのですが、やはりサービスを集中すると、そのサービスが失われ

たときに負のインパクトも大きいということで、給食施設で何か事故、あ

るいは給食が提供できないという単純な話でもいいのですが、そういう場
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合にサイトの中の作業者の労働環境が維持できるかどうかというのを検討

されたかどうか、お話を聞きたいと思います。特に食中毒みたいな多数の

人が罹災するような話ですと、病院施設のキャパの問題や搬送手段、ある

いはもっと単純な話として、傷病者の人数を除いた形の頭数でサイトの中

のいろいろな工事の安全が保てるのかどうかといったような検討が必要に

なってくると思いますので、そういう検討を、一種のシミュレーションみ

たいになると思いますが、されたかどうかという話を聞きたいと思ってお

ります。 

 それと、最後ですけれども、人身災害の話で、いろいろな原因調査をす

るときに、いわゆる電力さんと元請けの工事業者、あるいはその下の作業

員の方という、いわゆる工事をする立場の人、あるいはそれを直接管理す

る立場の人以外に、労災の専門家といわれるいわゆる有識者の方ですとか、

あるいは労災ということではなくてもヒューマンファクターといわれる分

野の専門家の方とか、そういった広く人間の行動の分析ができる方が原因

調査に参画されているのかどうか、その点をお伺いしたいというのが最後

になります。 

 

○渡邊議長 

 いかがでしょう。すぐ答えられるものだけ答えていただいてお願いでき

ればと思います。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 ４つほど質問をいただいたと思うのですが、まず最初のダストモニタに

ついては、おっしゃるとおり監視は、作業のための監視というよりもサイ

ト内全体を監視しないことには皆さんの安心につながらない、作業をやっ

ている人の安心にもつながりませんので、そこはしっかりやっていきます。

それは線量率も含めて今取り組んでいるところでございますので、そうい

ったものがしっかりと敷地の中でどういう状況にあるかを我々も自分たち

が見る必要もあると思っていますので、それも含めてやってまいります。

これからもう少しダストモニタを増やすことも考えながらやっていきたい

と思っています。 

 ２つ目のサブドレンの水位の逆転、まさにそこが一番あってはいけない

ことだと思いますが、そこは規制庁の審査もいただきながらやっていくこ

とになると思います。サブドレンの水位は今は超音波で測ったりいろいろ

測り方はありますけれども、これ以上下げないと、ぎりぎりを狙っている

わけではなくて、必ずこの水位以上は下げないようにポンプを止めるよう
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にしていますので、実際の建屋の中の水位とはまだまだ十分余裕があると

ころで仕事をしていると思っています。 

 それ以上は引かないというふうにやりますので、まずは突然逆転するこ

とはないと考えています。ただ、それも含めて規制庁の審査をいただくこ

とになると思いますので、今後の説明でまた、それがしっかりと固まりま

したら御説明をさせていただきます。 

 給食施設の食中毒の件は、確かに考えると非常に大変なことかもしれま

せん。今は、7,000 人働いていただいている中で、我々の大型休憩所の食堂

を使っている方が 1,200 人ぐらいで、全員というわけではないというとこ

ろが一つはありますけれども、申し訳ありません、食中毒についてどう考

えるのかというのは自分たちもまだ何もやっていないので、頭の体操から

始めていきたいと思います。しっかりと考えてみたいと思います。 

 ４つ目。死亡災害が起こったときというのは東京電力の我々原子力部門

だけではなくて、安全監査をするような部門の人間もいたり、あるいは外

のコンサルタントのような人にもチェックしてもらうということはやって

います。ですから、我々の狭い視野での対応以外のところも出てくると思

います。ただ、それは死亡災害のようなところでございまして重傷以上の

災害になります。軽い災害についてはそこまでまだやっていませんので、

我々、現場でどんな方に安全に関する指導をしてもらったらいいのかとい

うことも含めてもう少し考えます。安全のプロはいろいろなところにいら

っしゃいます。福島第一でのけががずっと続いているというのは我々も問

題意識を持っていますので、その中で外の知恵を借りながらやっていきた

いと思います。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。まだ答えられない部分があるかと思いますけ

れども、地下水の問題については改めてまた説明の機会を設けるようにお

願いしたいと思います。 

 すみません。時間が押してまいりましたので次の議題に移らせていただ

きたいと思います。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 すみません、御質問で答えられなかったゼオライトの産地について、よ

ろしいですか。ゼオライトの産地は、Ｋ排水路という外洋に出てくる排水

路のところ、写真もありましたものは、秋田県と宮城県のゼオライトを使

っているということでございます。もう一つ、放水口といって海側にちょ
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っと水がたまっている場所がありまして、そこもトレンチとかとは濃度が

違いますが若干濃度を持っているので、これもきちんと管理する必要があ

ると思っているのですが、ここについても宮城県産のゼオライトを使って

いるということを調べました。すみません。答えられなくて申し訳ありま

せんでした。 

 

○渡邊議長 

 そういうことでよろしいでしょうか。何かもし御質問があれば。 

 

○福島県女性団体連絡協議会（鈴木氏） 

 時間のないところすみません。宮城と秋田というお話を伺いましたけれ

ども、ゼオライトはその構造上、６面体と４面体に分かれるはずなのです

けれども、どちらですか。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 すみません。多孔質としか聞いてないので、多孔質の中身は勉強不足で

申し訳ありません。次回答えられるようにしておきます。すみません。６

面体か４面体かというところ、あと何か気にしたほうがいいことがありま

したら教えていただければと思います。 

 

○福島県女性団体連絡協議会（鈴木氏） 

 できましたら４面体がいいかなと。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 わかりました。すみません。 

 

○渡邊議長 

 吸着力の問題ですね。 

 

○原子力規制庁（持丸氏） 

 ちょっとよろしいでしょうか。次の議題に移る前に規制庁から、先ほど

のサブドレンの運用ですとかダストの運用に関していろいろと県の専門委

員から御質問がありましたが、一言申し上げさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、サブドレンに関しましては、県民会議が次回開かれるときにきち

んと説明するということであっても、この運用は待ったなしというか、運
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用の開始時期というのは近い将来と我々は聞いています。そのために、現

状、規制委員会、規制庁では、かなり厳格に東京電力を監視しておるとい

うような状況でございまして、特に、水位逆転の防止というのは確実にや

らなければいけない。どんなことがあってもやらなければいけない。国民

を代表し、我々がきちんと監視・監督していかなければならない、そうい

う所存でおるところでございます。 

 サブドレンの運用につきましては、そもそも我々としては、今年の１月

に実施計画の認可、いわゆる設計の認可を既に下ろしています。これは我々

としては、運用の開始を早期に実現してもらいたいとの意思でもありまし

た。その趣旨は、最終的に海側の遮水壁を閉じることによって海に流れ出

ている放射性物質の量を大きく減らしていく、また、処理すべき汚染水を

減らしていくといったような効果が期待できますので、サブドレンの運用

というのは早期に実現していただきたいという思いからです。 

 しかしながら、大きなリスクを除去する際には、新たな潜在的リスクが

顕在化してくるといったような危険性があるわけです。これは、いわゆる

水位の逆転ということだと考えていまして、特に我々がここに力を入れて

安全性を確認してきたということでございます。 

 特に、水位を確認する計測器には誤差がつきものです。また、塩分が建

屋の滞留水には含んでいますから、塩分による浸透圧の関係で地下水との

水位バランスが若干変わってくるんですね。そういった意味では塩分濃度

や計器誤差の補正をかけるなど、十分な安全裕度を持たせて水位の管理を

させる、こういったことが重要だと考えています。 

 さらに、これも一段階型の水位管理ではなく、二段階、多段階型の水位

管理、十分に余裕を持ったところでまず水位差を確認して監視を強化して、

さらに水位が近づいてきたらさらなる強化監視をしていこうという形で、

とにかく水位の逆転に至らないような監視のルールをつくらせることが重

要だと考えています。 

 そういった意味で、我々もこれまで東京電力さんに対してもいろいろと

指導をさせてもらったわけですが、概ねルールづくりはできてきたかなと

考えています。問題は、これがきちんと関係各位に周知されて、ヒューマ

ンエラーもなく運用が円滑に行われるかどうか、そこが重要だと考えてい

ます。 

 そういう意味においては、教育訓練ですとか、こういったものが重要で

すし、また、サブドレンの運用に関しては、水処理グループ、建築グルー

プ、当直など運営にはいろいろな部署が絡んでくるのです。部署間のコミ

ュニケーションがちゃんととれていないとこの運用は待ったなしで問題が
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生じてしまいます。したがいまして、複数の部門間の調整だとかコミュニ

ケーションがきちんととれているかどうか、こういったところも引き続き

監視・監督していきたいと思っております。 

 いずれにせよ、サブドレンに関することを、今、申し上げましたけれど

も、ダスト飛散対策でも同じです。廃棄物管理でもそうですが、あらゆる

大きなリスクの除去にあたっては必ず他の、それに匹敵するぐらいの大き

なリスクが顕在化くると言えます。こういったところもきちんと押さえな

がら今後とも我々として厳格に監視・監督してまいりたいと思っています。 

 以上でございます。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございます。持丸さんが言われていることはよくわかるので

すけれども、前回も規制庁さんにお願いをしましたけれども、規制庁の立

場は独立でそういう監視をしていくということは十分必要なのだと思うの

ですが、やはり監視を規制庁がしていても事故が起こっているということ

について規制庁はどう考えるのかと。そこはやっぱり監視が不十分だと

我々県民からは思えるわけです。確かに、地下水の問題については、凍土

壁の問題、いろいろ難しい問題がありましたので、持丸さんがおっしゃる

ようにエネ庁と東電が申請しても規制庁でなかなか許可が出なかったとい

ういきさつは理解しておりますけれども、それはそれで一つのポリシーだ

というふうに尊重はしたいと思いますけれども、凍土壁の理解という意味

については、もうちょっと規制庁の中でも、いわば専門員を増やすなりし

て理解を深めていただくということも必要だったのではないかと思います。

結局、サブドレンが認められない限りは地下水制御ができませんという一

点張りの中で、さきほど高坂さんからあったような質問が出ているのだと

思います。ですから、その議論は専門的な議論になるのでここではやめた

いと思いますけれども、規制庁の立場は汚染を絶対広げないことが重要だ

ということだと思います。 

 

○原子力規制庁（持丸氏） 

 一言申し上げておくと、我々は必要な時間をきちんとかけて安全確保の

ための規制活動、例えば、審査、検査、行政指導などあらゆるものについ

て、ちゃんと時間をかけてやらなければいけないところはやります。これ

は皆さん方がいかに早くやってくれと言われても、安全がきちんと確保で

きていないものを認めるわけにはいきません。この視点から今後ともきち

んと対応していきたいと思っています。 
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 ただ、審査が遅いというのはどういう判断、何をメルクマールにして遅

いか早いかというところはあるかと思います。国会などの政府内でも我々

の規制庁、規制委員会がどうあるべきかという議論をしていただいている

ところでありますが、我々としてはいただいた資源に基づいて規制活動を

運営しておりますので、その中でとにかくやれることをやっていくという

ことだと思います。 

 従いまして、個々の議論に関して、これが遅い、あれが遅いという議論

はまた今後ともいろいろとお受けしてまいりたいと思いますが、一般的な

我々の基本的考え方だけは申し上げておきたいと思います。 

 

○渡邊議長 

 意見表明という形で承っておきますけれども、実際にそういう熱い思い

で今の現場の規制というものをきちんとやっていただきたいというのが

我々県民のお願いであります。持丸さんの熱い思いはたぶん皆さんに伝わ

ったかと思います。 

 

【議題２】1 号機カバー解体作業等における通報連絡体制について 

 

○渡邊議長 

 すみません。進行が遅くなっておりますので前に進めたいと思います。

本日の議題の（２）でありますが、「１号機カバー解体作業等における通報

連絡体制について」ということで、これは木野さんから、すみませんが５

分ぐらいで御説明いただきたいのですが。よろしくお願いします。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 資料は資料２と書かれたこのカラー刷りのものです。 

 議事次第などが入っている資料をめくっていただきますと、資料２、３、

４とございます。これで説明をさせていただきます。また、東京電力のほ

うの資料の補足資料－１の３ページ目「１号機建屋カバー解体撤去作業に

おける放射性物質の飛散監視」というページをご覧いただきながら見てい

ただくとありがたいかなと思います。 

 資料２でございます。要は、このカバー解体作業等においてダストが飛

散する状況が発生した場合ということでございまして、これは国の原子力

災害現地対策本部を起点として、県、それから市町村に対して情報提供を

行うというものでございます。この資料２の左上のほうから、まず東京電

力福島第一原子力発電所と書いてあって、①から④のダストモニタの記載
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があります。これが東京電力の補足資料－１の３ページ目の左上の図のと

おりのダストモニタの配置図となっております。ここで警報が発生しまし

たというときに、「２５条通報」と書いてありますが、要は関係機関に連絡

が行くということでございます。 

 この通報のレベルというのが、東京電力の資料に「１×10－４Bq/㎝ 3」や

「１×10－５Bq/㎝ 3」と、警報設定値というものが書いてあるのですが、こ

れを、「Bq/㎝ 3」といってもよくわからないので、「μSv/h」単位でどれだ

けのものかというのに換算するＩＡＥＡの手順書みたいなものがあって、

それで換算すると 0.017μSv/h 相当と、２５条通報のすぐ隣に「警報発報

設定値」と書いてあります。 

 一方、原子力防災指針というものがあって、これは原子力防災に関する

指針なのですが、住民等が避難する基準というのは 20μSv/h 相当になりま

す。何が言いたいかというと、非常に低いレベルの段階でまず警報が発生

しますということを御承知いただければ、だいたい住民避難基準の 1,000

分の１ぐらいのレベルです。そういったところでまず警報が鳴ると、これ

のお知らせが来るというところです。 

 そういったところで資料２の右の図のほうに行きますと、敷地内では全

面マスクを着用するなど、いろいろな指示がとられるとともに、現地対策

本部、それから福島県のほうでモニタリングポストの確認などをします。

敷地外に飛んでいないか、もし飛んでいればどれだけのレベルで上昇して

いるかということを確認して、これを速やかに自治体等に情報提供をしま

す。自治体のほうからは住民の方向けに防災行政無線やメール、広報車な

どを使って迅速に情報提供するという体制を整えているというところでご

ざいます。 

 資料３は割愛しますけれども、住民の方へのお知らせの一環ということ

で、資料４のところに「国道６号線の情報表示板について」という縦長で

写真がついている資料がございます。１号機カバー解体等でダスト飛散が

心配等、いろいろ自治体からも御懸念がございまして、６号線は自由通行

になっておりますので、こういったところを通行する方へのお知らせはど

うするのだというようなお話をいただきました。 

 これを受けまして、原子力災害現地対策本部で３月 17 日から、通行なさ

った方はもしかして見られた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、

富岡の夜ノ森付近、大熊の小入野付近と、双葉町の高万迫付近、この３ヶ

所に、情報表示板というものを既に設置してございます。 

 ここで、ダスト飛散や線量上昇などが起こった場合には、この表示板で、

例えば下のような線量の表示や放射線量上昇中、避難していただきたい場
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合には避難といったような表示ができるような装置を設置してございます。

これによって、住民の方、６号線を通過しているような方にもお知らせで

きるようなシステムも整えたということも御参考までにお話しさせていた

だきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。 

 前回出された避難をどうするのかという判断も含めまして、一つは警報

ではなくて注意報ぐらいのレベルはないのかという御意見があって、これ

は事業者のほうである程度中間基準みたいなものをつけていただいて通報

するという話になりました。 

 それから、国のほうでは「２５条通報」というものがあってこういう形

で決められているということなのですが、木野さん、質問をする前に追加

で説明をお願いしたいのですが、これは自治体への情報提供やプレス発表

というのはわかるのですが、県民のほうへ伝えられた後どういうふうに、

例えば避難というふうに通報があったり掲示板があったときに、避難体制

というのはどういうふうに住民に伝わっていくのか御説明を、その後のこ

とを説明してほしいのですが、いかがですか。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 避難体制ですか。 

 

○渡邊議長 

 要するに、通報があって避難という掲示を仮にしたときに、避難という

のはどういう形で我々県民はそれを受け止めて実施したらいいのかという、

そこのところが今回の説明ではわからないのですけれども。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 避難というのは原子力防災上の仕組みでございまして、住民避難するよ

うな事故がまた再び起こった場合には自治体が主体となって避難などを行

うということになります。もちろん国からも避難指示というものは出るわ

けですけれども。今日はその資料はお持ちしておりませんが、一般的には

原子力防災を司っている国から自治体に指示が来て、自治体が住民避難を

実際に誘導するとか、そういう体制になると思います。 
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○渡邊議長 

 そうすると、今日のお話だと自治体への情報提供という中で、今度は自

治体が実際に住民に対して避難指示を首長さんがすると。その規定につい

ては規制庁のほうから出ていると思いますけれども。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 避難指示は国から出します。避難指示を受けた自治体が実際住民を避難

させると。 

 

○渡邊議長 

 そうすると、今お話しになった例えば６号線のところに避難という通報

がいったいどの程度の意味を持つのかというのは、この辺はどのように考

えたらいいのですか。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 そこの表示は一例ですけれども、まさに避難するようなレベルがあれば、

当然、国からまず指示が来るので、この掲示板に避難してくれというのを

書くのも現地対策本部が入力して表示をさせるわけです。ですから、そう

いう意味では国からの指示を受けてこの掲示板に避難してくれと表示する。

そういうことになります。 

 

○渡邊議長 

 受けた県民、見た県民はどうしたらいいのですか。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 要は、６号線をちょうど通っていて、そこで避難しろと出ていた場合に

はということですね。その場合には、１Ｆの場合は６号線に国の中継所が

あり、そこの検問所にいる人が６号線の通過を規制するなど、そういうこ

とをやることになると思います。 

 

○渡邊議長 

 私もこれだけの説明ではわからないところがあります。菅野課長、県と

して何かこの先の話というのはどんなふうになっているか御紹介いただけ

ませんでしょうか。 
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○原子力安全対策課（菅野課長） 

 県の原子力安全対策課の菅野でございます。 

 先ほど木野さんがお話ししましたけれども、資料２の左側の「２５条通

報」の左側に書いてございますけれども、今回のダストの飛散に関しての

放射線のレベルがどの程度で、ここでいう原子力発電所内での警報が発報

されて、その情報が自治体のほうに伝わってくるというレベルが、警報の

発報設定値とここに書いてありますのが 0.017μSv/h という非常に線量率

からすると避難まではまずいかないような、非常に少ないレベルで、ダス

トの飛散という観点から警報が発報されると。今お話があった住民避難と

いうのは、まさにこの下に書いてありますような桁が全然違うレベルでの

話でございますので、まず、ここをよく理解していただきたいと思います。 

 こういう非常に線量率からすると低いレベルなのですけれども、敷地の

外への影響が何らか考えられるということでこういう仕組みを今つくって

おります。 

 国を通じて住民の皆さん、それから一時立入をしている方々へ情報提供

するという仕組みをこうした形でつくっております。その中でどういう内

容の情報を提供するか、ダスト飛散に関してだけいえば、避難というもの

ではなく、ダストが飛散していることがわかりましたということで何らか

注意点を広報するということで、その内容については、あまり混乱しない

ような内容にしなければならないと思います。避難レベルなのかそうでは

ないレベルなのか、その辺のところをこの資料から理解していただければ

よろしいかと思います。 

 

○渡邊議長 

 わかりました。避難レベルではないということですので、少なくてもダ

ストが飛んでいるということになると屋内待避しなさいというぐらいの指

示が出てくると思います。いつまで屋内待避をしなさいというぐらいのと

ころで済む通報だということだと思うのですが、いかがでしょう。私もき

ちんと理解をしていない部分がありましたけれども、そういう中身です。

御意見、御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしい

でしょうか。かなり低いレベルでのいわば通報というものができたという

ことで、この程度の上昇があれば必ず通報されるということになりました

ということですので、先ほど監視体制の問題もありましたけれども、監視

体制も含めて通報体制というものが出来上がったということだそうです。 

 原子力災害そのものについてはまた別途規制庁のほうから、原子力災害

の避難というものがどういうふうになされるかということは、新たに福島
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地区についても、前回お話がありましたけれども、出ておりますので、そ

れはそれでまた参考にしていただければと思いますが、いかがですか。よ

ろしいでしょうか。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 菅野課長からのフォローもありがとうございます。説明が至らず申し訳

ありませんでした。 

 

【報告事項】中長期ロードマップの改訂について 

平成２５年８月の放射性物質飛散に関する調査結果について 

 

○渡邊議長 

 それでは、次の報告事項に移らせていただきたいと思います。 

 １つは、中長期ロードマップの改訂に伴ってどのように改訂されたのか、

前の議論の中でも廃炉の工程が３年ぐらい延びたという話がありましたけ

れども、それに伴って前回から国のほうで中長期ロードマップを改訂する

ということがあって、改訂の内容です。 

 併せて、時間も押しておりますので、「平成２５年８月の放射性物質飛散

に関する調査結果について」、これは木野さんに前年度から農水省も含めて、

その飛散についての国の調査結果について報告をしてくれとお願いしてい

ました。その２つの御報告をお願いしたいと思います。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 それでは、先ほどの議事次第の後ろについている資料－５及び資料－６

をご覧いただければと思います。 

 まず、資料５「中長期ロードマップ改訂のポイント」についてでござい

ます。これも６月 12 日に廃炉・汚染水対策チームということで決定をさせ

ていただいたものでございます。 

 まず、主な改訂のポイントが５つございまして、１番目、リスク低減の

重視ということでございました。今までスピード重視ということからリス

ク低減重視と、要は、スピードももちろんなのですけれども、いたずらに

ゆっくりとやるわけではなく、かつ、長期的にリスクが確実に下がるよう

に優先順位をつけて対応するという方針でございます。 

 何かというと、その下に３つあります。まず、汚染水とかプール内の燃

料への対策、これは可及的速やかに対処をする。その次は燃料デブリの取

り出しでございます。これは用意周到な準備をしてしっかりと安全・確実・
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慎重に対処をするということでございます。最後が廃棄物でございます。

１Ｆのいろいろな作業で廃棄物が今後も出てまいります。この廃棄物、固

体廃棄物とかいろいろな汚染水処理で出てくるような水処理二次廃棄物と

いうものがありますけれども、これについてはいろいろな分析をしなけれ

ばいけない。中にどんな放射性物質が入っているのかわからない部分もあ

ります。こういった分析をしてどういった処分方法を考えていくかという

ことでかなり時間がかかってしまう、長期的に対処をするということでご

ざいます。 

 それから、２番目が目標工程の明確化ということで、次ページで御説明

します。 

 ３番目が情報公開を通じた地元との信頼関係の強化ということでござい

まして、福島評議会という１２市町村の代表や関係機関の代表者などに入

っていただいております。昨年２月に設置しましたが、それ以外にもいろ

いろな場を通じてコミュニケーションをとっていきたいということでござ

います。 

 ４番目、これは今日のお話でもありましたけれども、労働安全衛生管理

体制の強化といったこと。 

 ５番目は研究開発の司令塔機能の強化ということで、原子力損害賠償・

廃炉等支援機構というものが昨年８月に設置をされておりますが、研究開

発の一元的マネジメントをやっていく体制の強化というところでございま

す。 

 裏面にいっていただきまして、２ページ目が先ほどの２番目の目標工程

の明確化ということでございます。全体廃炉措置終了まで３０～４０年程

度かかるということは変わっておりません。汚染水対策についてですが、

いくつかの目標工程というものを示してございます。 

 色がついている部分は今回新しく追加したりしたところでございます。

建屋内の滞留水、建屋内にある高濃度の汚染水でございますが、これの処

理完了というのは前回のロードマップでも変わらなかったのですけれども、

2020 年内に要は汚染水の増加量をほぼゼロにするという目標でございます。 

 それから、敷地境界の追加的な被ばくの線量を１mSv/年未満まで低減す

るということについては今年度中という目標でございます。今はだいたい

1.4mSv/年まできているような状況です。２mSv/年以下は達成してございま

す。 

 それから次が多核種除去設備の処理水、いわゆるＡＬＰＳで処理した後、

トリチウムが残っていくわけですけれども、これを長期的にどう取り扱っ

ていくかという決定に向けた準備の開始ということでございまして、現在、
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トリチウム水タスクフォースでいろいろな選択肢を検討している最中でご

ざいますけれども、挙げられた選択肢それぞれにメリット・デメリットが

あるわけで、これらを含めてトリチウム水を長期的にどうしていくのかと

いう検討を開始するということが来年度上半期ということでございます。 

 ３つ目が建屋の流入量、今は１日だいたい地下水が３００ｔ程度建屋に

入ってしまっているわけですけれども、これを１００ｔ未満に抑制をする

というのが来年度中ということでございます。先ほども申し上げましたが、

サブドレンそれから凍土壁、こういった地下水流入対策を実施していきな

がら、何とかこういった抑制を図っていくということも目標として設定し

てございます。 

 それから４つ目が高濃度汚染水を処理した水、要はＡＬＰＳで処理した

水の貯水はすべて溶接型タンクで実施をすると、これも 2016 年度の早期。 

 ５つ目が建屋内の滞留水中の放射性物質の量を半減させること。今、建

屋にたまっている汚染水の放射性物質の量を半分に減らす、これを 2018 年

度中と、こういった目標をつくったわけでございます。 

 それから２番目が、先ほど川内村の方からも御質問がありました燃料取

り出しでございます。今回、１号機が 2017 年度を 2020 年度、２号機が 2020

年度上半期を 2020 年度、３号機が 2015 年度上半期を 2017 年度というふう

に目標を変えてございます。これはまさにダスト飛散問題などいろいろあ

って安全・安心対策、作業員の被ばく低減対策等のいろいろな対策を講じ

て慎重に安全に作業を進めていくために工程を見直したというものでござ

います。 

 また、使用済燃料の処理、保管方法の決定を 2020 年度ごろと、デブリの

取り出しについては、方針の決定を２年後、初号機のデブリ取り出し開始

が 2021 年内と。それから、廃棄物の処理・処分に関する基本的な考え方の

取りまとめなど、こういったものをロードマップとしてつくったというこ

とでございます。 

 それから資料６でございます。これは３号機のダスト飛散の調査結果に

ついてということでございます。 

 これまでの経緯でございますけれども、一昨年でございますが８月に３

号機ガレキ撤去作業に伴ってのダスト飛散があったということでございま

す。昨年度において１号機のカバーを解体するときのダスト飛散防止対策

などいろいろ策定をしてございます。その間に原子力規制庁からの評価、

それから農林水産省での実際のダストの分析などをやってございます。農

林水産省のダストの分析の結果が今年の５月にまとまったということで発

表されてございますけれども、何が原因かということについての結論は得
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られなかったというふうなことでございました。７月にはカバー解体作業

が再開されているということでございます。 

 裏面にいっていただきますけれども、これまでの対応ということでござ

いまして、先ほどの参考資料にもございましたが、東京電力のほうではダ

ストモニタの構内での設置箇所の大幅増加や、作業の工程、前段階、それ

から後段階など、いろいろな工程の中で飛散防止剤散布の強化を対策とし

てやってございます。それから、先ほどの説明にもありました通報連絡体

制の整備ということ、それから、ロードマップにも関係してございますが、

１号機カバー解体スケジュールを慎重にやるということで工程の見直し、

こういった対応をいろいろオンサイト・オフサイト等でもとっているとい

うことでございます。また、福島県さんのほうでも敷地外でのダストモニ

タの増設などいろいろ対応していただいて監視体制も大幅に強化をされて

いるということでございます。 

 今後の対応というのは、同じことではありますが、とにかくまずは１Ｆ

構内での作業を安全に進めていくことが第一でございますので、構内の安

全対策の徹底をしていく。それから、先ほども申したとおりモニタリング

体制の強化をしっかりやっていって低いレベルでも監視をして情報公開を

していくこと、そして、とにかく飛散を抑制していくことをしっかりやっ

てまいりたいということでございます。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。木野さん、質問をいただく前に確認なのです

が、やはり正直、見にくいです。東京電力からの補足資料－１のところで、

６ページにかなりきれいな図が出ております。これと国のロードマップと

の関係なのですが、これは整合性があるとみてよろしいですか。本日の補

足資料－１の６ページです。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 補足資料の６ページ。当然これは合ってございます。 

 

○渡邊議長 

 そうですか。わかりました。たぶん今御説明いただいた２ページの後ろ

側よりはこちらのほうがわかりやすいかと思います。１つは中長期ロード

マップの改訂、１ページ目にはどういう点を重視して改訂されたのかとい

うことが書いてあって、後ろの面には日程が書いてあります。それから、

その次のページには少し前の会議で福島県農業協同組合中央会から意見が
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出されていました、平成２５年８月の飛散問題についての国の回答という

形で報告がございました。 

 御質問、御意見がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。これは報告事項ですけれども、ぜひ質問、御意見を伺いたいと思

います。 

 八多さん、初めて来られてわからないかもしれませんが、かなり粉塵の

飛散問題については、米の汚染問題と関わってかなり強いお話があって、

国としてはきちんと明確にしてほしいという御意見があったのですが、今

日の回答でおわかりいただけましたでしょうか。 

 

○福島県漁業協同組合連合会（八多氏） 

 特に漁業関係者からは今月開始予定をされておりますサブドレンのくみ

上げに非常に注目してございます。今回かなり丁寧に御説明いただきまし

たので、こういった情報を的確に漁業者のほうにつないでほしいという要

望でございます。 

 

○渡邊議長 

 わかりました。遊佐さんは大丈夫ですか、この問題は。 

 

○福島県農業協同組合中央会（遊佐氏） 

 申し訳ございません。代理で出させていただきました。やはり農業者と

しましてはあの時の原因がわからないというのは、やむを得ないというの

は一方にありつつ納得できないというのもやはり正直なところかと思いま

す。本来であれば追跡して何とか解明してほしいということかと思います

が、そこが科学的に困難ということになればいたしかたない点もあろうか

と思います。ただ、やはり本県の農畜産物がまだまだ風評に苦しんでいる

という状況の中で、徐々に再開も始まっているということですから、監視

体制をしっかりとっていただいて、二度とあのようなことがないようにし

っかり取り組んでいただきたいという要望を申し上げたいと思います。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 まさにＪＡの皆様、農業関係者だけでなく地元住民の皆様、いろいろ御

心配だと思っております。我々も、とにかく飛散をさせないという対策を

しっかりしていくということが大事だと思っております。また、農林水産

省のほうも、もしこのダストの警報が鳴った場合には農産物の緊急モニタ

リングをやることまで決めております。今となっては２年前の原因調査は
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なかなか難しいのですけれども、とにかくこれから飛散させないこと、こ

れが我々に課せられた使命だと思っておりますので、しっかりやってまい

りたいと思います。 

 

○原子力規制庁（持丸氏） 

 規制庁からも今の件に関して、我々の判断結果というのは以前お話を申

し上げたところですけれども、少なくても一昨年８月に３号機からダスト

が放出されたと、これは間違いない事実です。それが北西方向のほうに飛

散し、特に双葉町などではかなり降下し、その先の南相馬、さらにそこか

ら先にも降下していることは間違いないと思います。しかしながら、それ

が米の基準値を上回る原因であったのかについての直接的な因果関係は

我々は否定しているわけです。しかしながら、その時に飛散をさせたとい

う教訓を踏まえ、かなりいろいろな対策が講じられてきていまして、この

教訓を踏まえた徹底的な再発防止対策、これが重要と考えておるところで

ございます。 

 そういう意味で、東京電力さんにもいろいろと申し上げてきたところで

はありますが、飛散防止剤の能力がどの程度のものなのか、それと、劣化

というのはどの程度起きるのか、そういったことを前提にしながら、飛散

防止剤の濃度だとか、散布の頻度だとか、散布の仕方だとか、どういう環

境下で如何なる対応をすればいいのかなど、あらゆるその当時の問題を分

析して、それを踏まえて教訓として東電さんに反映してもらっているとい

った状況です。我々規制庁もそういうことで、今後このようなことがない

ように、引き続き監視・監督をしてまいりたいと考えています。 

 以上です。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。飛散の問題については、基本的には１Ｆから

飛散をしたということについては国としても確認がとれているという御表

明だと思います。ただし、それが８月 19 日という特定の日だけで、いわば

線量を超えるような飛散があったかどうか、あるいは、本当にそれだけで

基準汚染が出たかということについては確認がとれなかったということの

御報告が中心かと思います。そのために、規制庁からも予算をいただいて

県のほうでのモニタリングを強化しましたし、国のほうでも、あるいは事

業者のほうでも強化をしているということで、通報体制もできたというこ

とですので、ある意味で一定の安全を確保するための手続きはできたのか

なと思っておりますが、よろしいでしょうか。 
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 それからもう一つ、これは中長期ロードマップの件なのですが、これは

なるべく県民にリスクがわかりやすいような形でお願いしたいということ

を再三いろいろな形でお話をしてきたのですが、やはりこれだとなぜ 2020

年になったのかという話はわからないです。３年遅延した理由はいったい

何なのかとか、高線量なので作業ができないという一つの理由は前にも出

されましたけれども、やはりわからない。東京電力のほうの工程は非常に

わかりやすく書いてありますけれども、どういうリスクがあるのかという

リスクがどうもよくわからない。私たちがお願いしていたのは、この会議

の中では、県民にリスクがわかるような形で工程表を３０年後、４０年後

というよりは、近いところでもいいので出してほしいという話をしてきた

かと思います。そういう形の形態には残念ながら、中長期ロードマップと

いいながら全体としてはなっていないというのが私の率直な感想です。皆

さんのほうではいかがでしょうか。こういう日程でわかるということであ

ればそれでいいのかなと思いますが。これではなかなか私たち県民として

は安全監視をしていくという工程にはなっていませんし、これが終わった

らこのリスクがなくなるという形のマイルストーンにはなっていないとい

う感じが率直にいたします。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 申し訳ありません。今日は２枚ぐらいの資料でございましたが、ロード

マップ、例えば燃料取り出しの３年程度の遅れというのがどういうことか

というと、それぞれ号機によって違いますけれども、まさに今日の東京電

力の資料１をめくって１枚目ですけれども「廃炉措置へ向けた進捗状況の

まとめ」、こういったところで、主な進捗状況、今後の予定、想定されるリ

スクというのが書いてございます。これは東京電力の資料ではございます

けれども、我々も当然同じようなことを考えてリスクを想定しているとい

うことと、先程も申したように、とにかく安全・安心に、例えばダストを

飛散させないような対策を強化したなど、工程を引き直した結果が反映さ

れているということでございます。今日の資料でそこが見えないという部

分はあったと思います。 

 

○渡邊議長 

 今日の資料ではそこがわからないのです。ですから、私たちがお願いし

たいのは、やはりそういうところがわかるような形で資料を準備していた

だかないと、議論がなかなかしにくいなという感じがいたしております。

全体の中で今お話しになったようなものがありますし、東京電力さんもエ
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ネ庁さん等との協議の中でこの資料が出されていると思いますので、そう

いう意味での資料の作成の仕方というのはいいのですが、我々としては、

この１ページにありますように、現状がどうあって、それがどういう形で

処理されていて、その中にはどういうリスクがあるのですよという三段論

法のような形でそれぞれのロードマップをつくっていただくとわかりやす

いなという感じがするものですから、もしできればそういう形で再提出を

お願いできればと思います。よろしいでしょうか。もうちょっとわかりや

すいものを、もちろんこれだけではなくて、国としてどういう中長期ロー

ドマップになったのかというスケジュールが、ここでは後ろに書いてある

だけですので、これも含めてロードマップらしきものをつくって出してほ

しいと思うのですが。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 どういう形態でどれが適当かはわかりませんけれども、また次回に。 

 

○渡邊議長 

 東京電力の目標工程の中にあります補足資料１の６ページの中にリスク

を入れていただければわかりやすいかなという感じが私個人的にはいたし

ます。皆さんのほうでもし追加意見があれば出していただきたいと思いま

す。 

 

○資源エネルギー庁（木野氏） 

 ちょっと工夫します。 

 

○渡邊議長 

 お願いいたします。 

 そのほかございませんでしょうか。あるいは全体にわたって、今日の議

題以外の中でも早急に決定をしてほしい、あるいはこういう危惧があるの

だけれどもこれを解消してほしいということがあれば承りたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

○川内村（志賀氏） 

 先に焼却炉の話がありました。従来あったものは震災で壊れて使えなく

なって、その後、建設するような話もあったのですが、これはどうなって

いるのでしょうかということと、ゴミの減容化ということで、要するに粗

大ゴミというか、フランジのタンクなどもだんだん無くしていくのでしょ
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うから、そうなりますとタンクですから除染すると、許容レベルまで下が

ったら一般の廃棄物と埋設になるので、その辺の取り組みも聞きたいと思

います。 

 それと併せて、この間視察した５・６号機のタービンが外されて出てい

ました。これらも次の発電所で使用するのか、それともタービン建屋のフ

ロアを平にして利用するのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

 

○渡邊議長 

 お答えいただけますでしょうか。お願いします。 

 

○東京電力（増田ＣＤＯ） 

 まず、焼却炉に関してですが、今、タイベックを中心に放射線の防護着

がどんどんたまっていますので、それの焼却炉を今つくっています。この

１０月ぐらいから試運転を始めることにしておりますので、来年にはしっ

かり燃えていますという状況を御報告できると思っています。それによっ

て、今、非常に増えているタイベックや作業服を減容しようと思っていま

す。 

 その後は伐採木みたいなものも、タンクエリアを確保するときに木をか

なり切らせていただきましたので、その木が山になっているのをご覧にな

ったと思います。その木も燃やせるような焼却炉を今考えております。ま

だそちらはできていませんが、これからそういうものもつくっていこうと

思っています。 

 フランジタンクに関しましては、まさに御指摘のとおり、この後解体を

するわけですが、その解体したものをどう扱うかというのは我々も考えな

くてはならないと思っています。除染すれば下がるかというと、まだ全部

がきちんと下がるかどうかもわからないところもありますが、これを廃棄

物として扱うのか、もう少し何かほかに用途があって使えることになるの

か、それもこれから少し考えなければいけないと思います。まずはしっか

りと解体して、それを放射性物質が飛ばないようにして保管するというと

ころをしっかりやってまいります。 

 もう一つ、５・６号機のタービンですが、これについてもまだ全然、正

直なところ手が回っていません。タービンのローターは外してあるのです

けれども、この後、そのローターは他で使うのは難しいのではないかと思

っています。ただ、それをどういうふうに扱うのか。あのローターは全然

汚染もしていませんので、他で使おうと思えば金属としては再利用できる

価値のあるものだと思いますが、実際にどういうふうにこれを扱っていく
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のかは、まだまだこれから議論になると思います。我々だけで決められな

いこともあると思いますので、もう少し我々の１号から４号のほうの仕事

が落ち着いたころに考える必要があると思います。 

 ５号機と６号機の建物については、廃炉という形で５・６号機も御報告

させていただいていますけれども、この後、１号機から４号機のいろいろ

なデブリ燃料を取り出すとかいろいろなときのモックアップのデモンスト

レーションのような建物として使おうと思っています。まだプールに燃料

がありますので、その燃料を冷やすというのが一番重要ですけれども、そ

れ以外に１号機から４号機のためにいろいろ使うことができればいいなと

思っていまして、まだ建物の中はそれ以外の用途で使うというところまで

は何も考えていないというのが正直なところです。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、時間が押しておりますので、もしほかに御質問、あるいは後

で気づいたような問題があれば、また事務局のほうにメール等で御質問、

御意見という形で提出していただければと思います。 

 それから、ちょっと抜けてしまいましたけれども、今のロードマップと

飛散防止について専門員の高坂さん、河井さんのほうから何かコメントは

ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは最後に、全体の議論の中で、まとめも含めて角山先生にお願い

をしたいと思います。角山先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○角山原子力対策監 

 飛散防止とロードマップの話が最後に出たのですが、資源エネルギー庁

も規制庁も言葉を駆使していろいろな説明をしていただいたのですが、私

は、言葉と現実にだいぶ差があるのではないかと感じながら聞いていまし

た。例えば、ロードマップで燃料デブリを周到な準備の上、安全・確実・

慎重に対処といいますが、2018 年に工法を決めて 2021 年に工事をスタート

させる、３年間は正直いって私は無理かと思います。 

 それから、先ほどの南相馬の米ですが、規制委員会は３号の飛散と米は

関係ないと初めに結論を出して、その後、実際のデータとＳＰＥＥＤＩと

いう例のソフトを使って比較したのですが、ほとんど合っていないデータ

で議論が始まっている。そういうことをもう一段よくかみ砕いて県民の方

に御説明いただかないと、なかなか御理解を賜れないのではないかと思い

ます。 
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 最後、福島の環境といいますか、東電からは新たな情報公開という話と、

女性団体の方ですか、モミの木のお話があったのですが、ある意味でこれ

から冷静に福島の発電所内とその近くの湾だけではなくて、福島の環境全

体がどういうふうに推移してこれから進んでいくかというのを御理解いた

だくのが私は大事かなと思いつつお聞きしました。 

 実際、福島県としてはＪＡＥＡと国の環境研と秋に環境創造センターを

スタートさせるわけですが、そういう中で上流から地下水も当然入って発

電所にも関わってくる、そういった環境が今まで、また今後もどういうふ

うに変わっていくか、そういうことを県民の方に御報告して実態を御理解

いただくようなことが必要かなと、そういうふうに感じて皆様の御意見を

賜りました。 

 以上です。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議長まとめということで本日の議論をまとめたいと思います。 

 １つは、事業者にお願いですが、これは前回からもお願いしてきたこと

でありますけれども、１Ｆにおける総合的な安全管理がどうなっているの

か。これは 7,000 人という作業員がいる中で、そう簡単に体制がとれると

は思っておりませんし、しかも高線量のところがあり、全面マスクでやっ

ているような作業の中では大変だというのはわかりますけれども、だから

こそやはり安全管理をきちんとしなければいけないと思いますので、これ

については引き続き検討していただきたいというのが１点目でございます。 

 それから、今日出た意見の中で、２点目ですが、１つは凍土壁問題、そ

れからサブドレン問題、地下水流動の問題、３つほど地下水汚染等に関わ

って御意見が出されました。改めて、地下水バイパスなども含めて、いっ

たいどういうふうに１Ｆの中の地下水を整備しようとしているのか、これ

はたぶん総合的に皆さんに話をしていただく機会はなかったと思いますの

で、総合的にいわば、地下水バイパスの役割があり、サブドレンの役割が

あり、海側遮水壁の役割があり、凍土壁の役割があると、こういう役割の

中で、実は地下水をこんなふうにコントロールすることによって汚染水を

外に出さないようにする。それから、こういう形で実は汚染水が減るのだ

という、そのプロセスを全体として示してほしいというふうに思います。

要するに、サブドレンの問題、凍土壁の問題、地下水流動の問題という、

この辺のところでマップも含めて２番目の課題として事業者のほうにお願

いをしておきたいと思います。 
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 それから、３番目はダストの管理のあり方です。確かにダストの管理と

いうのはそれぞれのところで測定はされているのですが、１Ｆ全体の面的

な中でどういうふうに計測されて管理されて通報されていくのかという、

その辺のところを再度まとめていただきたいというふうに思います。ダス

トの管理についてはいろいろありましたけれども、まだやはり我々として

は不安な材料が残っていると思います。 

 その３点が東京電力にお願いしたい点であります。 

 それから、国と事業者である東京電力ですが、東京電力のほうも工夫さ

れて、今日の資料などはもうちょっと分量が少ないといいなと思うのです

が、やはり３カ月という事業の中でさまざまな事故や事象が発生するとい

うことでこういう分量になると思います。大変現実的な課題の中で、それ

ぞれの事業の現状と今後の予定、想定されるリスク・課題ということにつ

いてまとめられておりますので、我々としては非常に見やすい体制になっ

ているのではないかと思います。この辺も含めて、ロードマップにもこう

した方策が求められないのだろうか、こういうものがロードマップの中に

出てくると、割とロードマップが見やすくなるのではないか。もちろんロ

ードマップは基本的には作業工程だと思いますので、国が決めた作業工程

の中でどういうふうな不安材料というか課題があるのか。課題があるのか

というのは、なぜこういう時間がかかるのかという意味です。そういうこ

とを明記していただいた上で、その作業の中でどんなリスクが考えられる

のかという三段論法でそれぞれ３つに書いていただくとわかりやすいのか

なという感じがします。横軸を時間軸にしていただいて、１つの項目につ

いて３行使っていただいて、一番上に工程が書いてあって、その中に具体

的にはそれぞれの理由、どうしてそういう時間が想定されるのかというこ

とが書いてあって、どういうリスクがあるのかと、こういう三段の横長の

ロードマップができると我々がチェックをしてその動きが見やすいのでは

ないかと思います。資料についてはまた事務局を通して事業者なり国のほ

うにもお願いをしたいと思います。 

 一応、事業者のほうには３点、国のほうにはロードマップの件１件とい

う形で議長まとめをしたいと思うのですが、何か不足分、あるいはこうい

うことを付け足してほしいということがあったらお受けしたいと思います

が、いかがでしょうか。こういうまとめでよろしいでしょうか。ありがと

うございました。 

 それでは、また構成員の皆さんには、追加質問がございましたら、９月

15 日までに事務局のほうにお知らせいただければありがたいと思います。 

 最後に、私たちの県民会議のあり方も含めて、どういうふうな形でこの
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会議を持っていったらいいかという課題もありますので、菅野課長のほう

からアンケート調査の実施について御説明いただければと思います。 

 

○事務局（菅野課長） 

 お手元に「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議アンケ

ート」という紙が配られているかと思います。この会議が発足しましてか

ら約２年が経過しまして、今後の会議の進め方についてぜひ皆様の御意見

を伺いたいと思っております。いただいた意見を踏まえて今後の会議に反

映していきたいと考えておりますので、アンケートのほうに記入いただい

て、先ほど議長から申し上げた追加意見等があれば、それも一緒に封筒に

入れて提出していただければと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○渡邊議長 

 ありがとうございました。 

 遅くなりましたけれども本日の議事を終了したいと思います。御協力あ

りがとうございました。 

 

○司  会 

 渡邊先生、ありがとうございました。 

 最後に危機管理部政策監玉根から一言御挨拶を申し上げます。 

 

○玉根政策監 

 議長さん、どうもありがとうございました。皆様におかれましては、長

時間にわたり、死亡事故、あるいは汚染水対策における地下水、飛散防止

など、さまざまな意見をいただきまして本当にありがとうございました。

繰り返しになりますけれども１つだけ申し上げたいのは、長期にわたる廃

炉作業が確実に行われるためには、何よりも作業員の方が安心して作業で

きるということが前提となりますので、今日の議題にもありましたとおり、

さらに原因究明と併せて再発防止策、そして、他の作業にも水平展開して

確実な安全対策ということで徹底していただきたいと思います。 

 今日、皆様からいただいた意見につきましては、国及び東京電力の廃炉

に向けた取り組みにおいての監視あるいは確認に反映してまいりたいと思

いますので、今後とも引き続きよろしくお願いしたいと思います。今日は

本当に長時間ありがとうございました。 

 



 

- 60 - 

 

○司  会 

 以上をもちまして会議を終了いたします。長時間ありがとうございまし

た。 

 

 

（以 上） 

 


